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第１章（略） 
 
第２章 放射線施設の基準適合義務等 
Ⅰ．放射線施設の基準適合義務等に係る法令の規定 
１. 放射線施設の基準適合義務（法第１３条）等 

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、その放射線施設（「使用施設」、「廃

棄物詰替施設」、「貯蔵施設」、「廃棄物貯蔵施設」又は「廃棄施設」をいう。

規則第１条第９号参照）の位置、構造及び設備をそれぞれの施設に係る原子

力規制委員会の定める技術上の基準（以下「施設基準」という。）に適合す

るよう維持する義務を負う（法第１３条）。 
これらの施設基準に適合していないと認められる許可届出使用者及び許

可廃棄業者に対しては、原子力規制委員会が、放射線施設の移転、修理又は

改造を命ずることができることになっている（法第１４条）。 
以下、本章において、施設基準への適合義務の遵守状況について立入検査

を受ける許可届出使用者及び許可廃棄業者を「使用者等」という。 
 
２. 施設基準 
（１）施設基準の種類 

施設基準としては、放射線施設の種類に応じ、下記の５つが規則に定

められている。 
① 使用施設の基準（規則第１４条の７） 
② 廃棄物詰替施設の基準（規則第１４条の８） 
③ 貯蔵施設の基準（規則第１４条の９） 
④ 廃棄物貯蔵施設の基準（規則第１４条の１０） 
⑤ 廃棄施設の基準（規則第１４条の１１） 

（２）使用者等が遵守すべき施設基準 
① 許可使用者が遵守すべき施設基準 

使用施設の基準（規則第１４条の７）、貯蔵施設の基準（規則第１

４条の９）及び廃棄施設の基準（規則第１４条の１１） 
② 届出使用者が遵守すべき施設基準 

 貯蔵施設の基準（規則第１４条の９） 
③ 許可廃棄業者が遵守すべき施設基準 

廃棄物詰替施設の基準（規則第１４条の８）、廃棄物貯蔵施設の基

準（規則第１４条の１０）及び廃棄施設の基準（規則第１４条の１１） 
 
３. 放射線施設の維持及び管理等に係る事項を放射線障害予防規程に定め、届け
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出る義務（法第２１条第１項及び規則第２１条第１項第３号） 
使用者等については、放射線施設の維持、管理及び点検に係る事項を放射

線障害予防規程に定め、届け出る義務が課されている。 
この法令の規定を受け、「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関する

ガイド」（令和元年７月２４日原子力規制委員会決定）（本章において以下「放

射線障害予防規程ガイド」という。）３－１）～３－６）は、点検項目、点検

手順その他点検の結果を踏まえ講じる措置の手順等を、使用者等が、放射線

施設の維持、管理及び点検に係る事項を放射線障害予防規程に定める際の具

体的な例として示している。 
 
Ⅱ．施設基準適合義務の遵守等に係る立入検査対象事項及び検査手法 
（１）施設基準適合義務を遵守するための組織体制・手順等の確保に係る検査事

項 
① 放射線施設の維持・管理に係る組織体制があること 

イ 放射線施設の維持・管理に係る責任者及び組織体制が放射線障害予

防規程又はその下部規程に定められていること。 
ロ 放射線障害予防規程又はその下部規程に定めた放射線施設の維持・

管理に係る責任者及び組織体制が実際に確保されていること 
② 使用者等が点検の対象にしている放射線施設及び管理区域の点検手順 

 使用者等は、施設基準への適合を維持する義務を適切に遂行するため、

それぞれの放射線施設の特徴及び利用実態を踏まえた上で、点検の対象

とする放射線施設等を定め、点検において異常を発見した場合に補修等

の措置を講じるために必要な手順を定めておく必要がある。 
放射線障害予防規程ガイド３－２）～３－６）は、放射線施設の点検

項目、点検手順その他点検の結果を踏まえ講じる措置の手順等を、使用

者等が規則第２１条第１項第３号に基づき、放射線施設の維持、管理及

び点検に関する事項を放射線障害予防規程に定める際の具体的な例と

して示している。このため、下記イ～ホの事項が放射線障害予防規程又

はその下部規程に定められていることを確認することが主な検査対象

事項の例となる。 
イ 使用者等が点検の対象としている放射線施設及び管理区域 
ロ 放射線施設及び管理区域ごとに行う点検項目の細目 

a 点検項目 
b 点検方法 
c 施設基準適合の判定基準 
d 点検の頻度 
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ハ 点検において異常を発見した場合に措置を講じる手順 
ニ 放射線業務従事者以外の者が管理区域内に入る際の手順 
ホ 規則第２２条の３第１項に基づき管理区域でないものとみなされる

区域（以下、本章において「みなし非管理区域」という。）の特例の

適用に係る事項 
a 「みなし非管理区域」としている区域 
b 「みなし非管理区域」に立ち入る者の管理方法 
c 特例適用のための要件として定められている放射線を放出する

同位元素の数量等を定める件（以下において「数量告示」という。）

第２１条に定める基準（外部放射線に係る線量、空気中の放射性

同位元素の濃度及び汚染される物の表面の放射性同位元素の密

度）を超えるおそれがないことを確認する方法 
d 規則第２２条の３第２項の規定に基づき、「みなし非管理区域」

について掲示することが必要となる事項 
③ 使用者等があらかじめ定めた手順に従い、実際に放射線施設の維持・管理

を行っていることを確認すること 
（２）個別の放射線施設に係る施設基準適合義務の遵守状況を確認する際の検

査事項 
使用者等が維持・管理すべき構造物・設備は多岐にわたるため、立入検

査において、施設基準適合義務の遵守状況を示すすべての資料等を、直接

的に、かつ、逐一確認することは現実的ではない。施設基準適合義務の遵

守状況の確認は、上記（１）に示した放射線施設の維持・管理に係る責任

者・組織体制及び点検等の手順の確立並びにその遵守状況の把握をする

ことによって行うことができる。 
なお、立入検査は、特定の放射線施設の特定の施設基準への適合義務の

遵守状況を確認することのみを目的として実施する場合もある。そのよ

うな場合においては、組織体制・手順等の確認を通じて特定の施設基準へ

の適合義務の遵守状況を確認するよりも、直接的に、特定の放射線施設の

特定の施設基準への適合状況を確認することが、検査の目的に適う。この

ような目的で立入検査を実施する場合においては、下記①及び②に示し

たものが、主な検査事項の例となる。 
① 許可に係る申請書（その添付書類を含む。法第１０条第２項に基づく変

更許可又は軽微変更を行っている場合は、当該変更に係る申請書又は届

出及びその添付書類を含む。）又は使用届（その添付書類を含む。また、

法第３条の２第２項に基づく変更届を行っている場合は、当該変更に係

る届出及びその添付資料を含む。）に記載されたとおりに各放射線施設
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が設置されていることを確認すること。なお、以下、本章及び第３章に

おいては、上記の「許可に係る申請書」及び「使用届」をあわせて単に

「申請書等」というものとする。 
② 上記①で確認した各放射線施設が、各施設基準（規則第１４条の７～第

１４条の１１）に適合した状態で維持されていることを確認すること。

なお、それぞれの放射線施設について、立入検査対象となる事項の主な

ものの例示は、下記１）～５）のとおりである。これらは、新たな規制

要求事項を定めたものではなく、既に法令によって規定されている要求

事項のうち主なものを、読みやすさの観点から法令の規定を一部要約・

省略するなどして記載し、さらに、検査における確認の視点等を代表的

な例について具体的に示すことを意図したものである。このため、放射

線施設によっては、これらの記載内容をそのまま当てはめることが適当

でない場合があることに留意する必要がある。 
1） 使用施設に係る主な検査対象事項の例 
イ 使用施設の位置（規則第１４条の７第１項第１号） 

使用施設が、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられて

いること 

【検査における主な視点等の例】 

使用施設の設置位置が申請書に記載された位置と一致しているこ

とを確認する。また、許可後においても、例えば、周囲の状況の極

めて大きな変化等により、地崩れや浸水のおそれが少ない状態に変

化を与えるほどの状態を生じていないこと確認する。 

ロ 主要構造部等の耐火性（規則第１４条の７第１項第２号） 

建築物又は居室の主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で

造っていること〔ただし、下限数量に 1000 を乗じた数量以下の密

封された放射性同位元素の使用をする場合は、本号の規定は適用さ

れない（規則第１４条の７第４項及び数量告示第１３条）〕 
【検査における主な視点等の例】 

申請書の建築物又は居室の「主要構造部等」の「構造の耐火性」

及び「材料」の各欄に記載された内容のとおりに使用施設の主要構

造部等が耐火構造又は不燃材料で造られ、維持されていること確認

する。 

「主要構造部等」とは、「主要構造部並びに当該施設を区画する壁

及び柱」を指し（規則第１４の７第１項第２号）、「主要構造部」と

は、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要

でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の
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床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類

する建築物の部分を除くものとする。」（建築基準法第２条第５号）

とされている。 

「耐火構造」とは、「壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のう

ち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築

物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされ

る性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コ

ンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構

造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」（建築基

準法第２条第７号）を指し、同法の規定する「政令で定める技術的

基準」は、建築基準法施行令第１０７条に、「国土交通大臣が定めた

構造方法」は、「耐火構造の構造方法を定める件（建設省告示第１３

９９号）」に、それぞれ定められている。 

「不燃材料」とは、「建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時に

おける火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をい

う。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通

大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」（建築基準

法第２条第９号）をいうとされ、同法の規定する「政令で定める性

能」及び「政令で定める技術的基準」は、建築基準法施行令第１０

８条の２に、「国土交通大臣が定めたもの」は、「不燃材料を定める

件（建設省告示第１４００号）」に、それぞれ定められている。 

ハ 遮蔽（規則第１４条の７第１項第３号） 

必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることにより、下記の線量限

度以下とすることが確保できていること 

a 使用施設内の人が常時立入る場所における実効線量が、１週間

につき１mSv 以下となっていること（規則第１４条の７第１項

第３号イ及び数量告示第１０条第１項） 
b 工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区

域における実効線量が、 
i. 3 月間につき 250µSv 以下となっていること（ただし、下記

ⅱ.の場合を除く）（規則第１４条の７第１項第３号ロ及び数

量告示第１０条第２項第１号） 
ii. 病院又は診療所（介護保険法で定める介護老人保健施設を除

く。）の病室における場合は、3 月間につき 1.3mSv 以下とな

っていること（規則第１４条の７第１項第３号ロ及び数量告

示第１０条第２項第２号） 
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【検査における主な視点等の例】 

 実際に設置されている遮蔽物が、申請書の「遮蔽壁その他の遮蔽

物」の欄に記載されたとおりの構造、材料及び距離を確保したもの

となっていることを確認する。また、遮蔽物の機能に支障をきたす

原因となるき裂・剥離等がないことを確認する。 

このほか、申請書に示された人が常時立入る場所、工場又は事業

所の境界、工場又は事業所内の人が居住する区域及び病院又は診

療所の病室の位置関係や境界に変更がないことを確認する。 

ニ 作業室（規則第１４条の７第１項第４号） 
非密封の放射性同位元素の使用をする場合に、下記のとおり作業

室が設けられていること 
a 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれ

のある部分が、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの

少ない構造となっていること 
b 上記 a の部分の表面が、平滑で、気体又は液体が浸透しにくく、

かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること 
c 気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染され

た物の広がりを防止する装置が、排気設備に連結していること 
      【検査における主な視点等の例】 

申請書の「作業室」の欄に記載されたとおりの構造、表面材料等

及び排気設備との連結状況を確保した作業室が実際に設けられてい

ることを確認する。 

気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料による仕

上げとしては、塩化ビニール樹脂等の塗料やステンレス等が用いら

れていることが多いが、これらが剥離又は腐食していないかに注意

する。連結部分にすき間又は液体の漏えいの痕跡がないかにも注意

する。 

ホ 汚染検査室（規則第１４条の７第１項第５号） 
非密封の放射性同位元素の使用をする場合に、下記のとおり汚染

検査室が設けられていること〔ただし、人体及び人体に着用してい

る物の表面が放射性同位元素によって汚染されるおそれがないよう

に密閉された装置内で非密封の放射性同位元素の使用をする場合に

は、本号の規定は適用されない（規則第１４条の７第５項）〕 
a 汚染検査室が、人が通常出入りする使用施設の出入口の付近等

放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に

設けられていること 
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b 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれ

のある部分が、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの

少ない構造となっており、その表面が、平滑で、気体又は液体が

浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられているこ

と 
c 汚染検査室に、洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染検査のため

の放射線測定器及び汚染除去に必要な器材を備えていること 
d 洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること 

  【検査における主な視点等の例】 

申請書の「汚染検査室」の欄に記載されたとおりの場所、構造、

表面材料、洗浄・更衣設備、汚染検査用の放射線測定器の種類・台

数、汚染の除去に必要な器材及び排水設備との連結状況を確保し

た汚染検査室が実際に設けられており、汚染検査室に係る上記 a～

dの事項が維持されていることを確認する。 

気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料による仕

上げとしては、塩化ビニール樹脂等の塗料やステンレス等が用い

られていることが多いが、これらが剥離又は腐食していないかに

注意する。連結部分にすき間又は液体の漏えいの痕跡がないかに

も注意する。 

ヘ 自動表示装置（規則第１４条の７第１項第６号） 
400GBq（数量告示第１１条）以上の密封された放射性同位元素又

は放射線発生装置を使用する室の出入口で人が通常出入りするもの

には、それらの使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置（自

動表示装置）を設けていること 
【検査における主な視点等の例】 

申請書の「使用中である旨を自動的に表示する装置の種類及びそ

れを付ける箇所」の欄に記載されたとおりの種類及び箇所に自動表

示装置が実際に設けられており、上記の自動表示装置に係る技術上

の基準への適合性が維持されていることを確認する。 

「使用をする場合にその旨を自動的に表示」するという機能につ

いては、申請書の記載と、実際にどの時点からどの時点までの間に

おいて表示を行うようになっているのかが一致することを確認する。 

ト インターロック（規則第１４条の７第１項第７号） 
100TBq（数量告示第１２条）以上の密封された放射性同位元素又

は放射線発生装置を使用する室の出入口で人が通常出入りするもの

には、それらの使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを
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防止するインターロックを設けていること〔ただし、放射性同位元

素又は放射線発生装置の使用をする室内の人が常時立入る場所にお

いて、人が被ばくするおそれのある実効線量が１週間につき１mSv
以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、

本号の規定は適用されない（規則第１４条の７第６項）〕 
【検査における主な視点等の例】 

申請書の「インターロックの種類、機能及びそれを付ける箇所」

の欄に記載されたとおりの種類及び場所にインターロックが実際に

設けられていることを確認する。 

「使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止する」

というインターロックの機能について、申請書において示されてい

る機能が維持されていることを確認する。 

チ 放射化物保管設備（規則第１４条の７第１項第７号の２） 
放射化物保管設備を設けている場合においては、下記に定めるも

のとなっていること 
a 外部と区画された構造となっていること 
b 外部に通じる部分に閉鎖のための設備又は器具が設けられてい

ること 
c 耐火性の構造で、かつ、下記のⅰ.～ⅲ.の基準（規則第１４条の

９第４号の定める貯蔵容器の基準に同じ。）に適合する容器を備

えること（ただし、放射化物が大型機器等であってこれを容器

に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防

止するための特別の措置を講ずるときは、容器を備える必要は

ない） 
i. 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位

元素を入れる容器は、気密な構造とする 
ii. 液体状の放射性同位元素を入れる容器は、液体がこぼれにく

い構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いているこ

と 
iii. 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、き裂・

破損等を生じるおそれのあるものについては、受皿、吸収材

その他汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設け

ていること 
【検査における主な視点等の例】 

放射化物保管設備が、申請書の「放射化物保管設備」の欄（「構造

及び材料」、「外部との区画状況」、「閉鎖のための設備又は器具」及
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び「放射化物保管容器」の各欄）に記載された内容のとおりに設置

され、放射化物保管設備に係る技術上の基準への適合性が維持され

ていることを確認する。 

また、放射化物保管設備が、放射化物のうち、放射線発生装置を

構成する機器又は遮蔽体として再び用いるものを保管するものとし

て設置され、再利用する予定がなく廃棄しようとする放射化物を保

管する保管廃棄設備とは明確に区別されていることを確認する。 

「外部との区画状況」については、外部から容易に侵入すること

を防止する機能が維持されているかどうかに注意する。 

「閉鎖のための設備又は器具」については、施錠等が確実に行え

る機能が維持されているかどうかに注意する。 

放射化物が大型でこれを容器に入れることが著しく困難な場合に

おいて講じるべき汚染の広がりを防止するための「特別の措置」と

しては、全体をシートで覆うなどの措置を講じている場合が多いが、

「特別の措置」の実施状況の確認は、保管の基準の一つである規則

第１７条第１項第６号の２ロの遵守状況と併せて確認する事項であ

る点に注意する。 

リ 管理区域境界における柵等の設置（規則第１４条の７第１項第８号） 
管理区域の境界に、柵等の人がみだりに立ち入らないようにする

ための施設が設けられていること 
【検査における主な視点等の例】 

 管理区域境界の設定及び同境界に設ける柵その他の施設の設置が、

申請書の「管理区域」の欄及び図面等に記載されたとおりに行われ

ていることを確認する。 

ヌ 標識の設置（規則第１４条の７第１項第９号） 
放射性同位元素の使用をする室、汚染検査室、放射化物保管設備、

放射化物保管設備に備える容器及び管理区域境界に設ける柵等の人

がみだりに立ち入らないようにするための施設に、規則別表第１の

定めに従い、標識を付していること 
【検査における主な視点等の例】 

 標識を付している箇所が、申請書に記載された「標識を付ける箇

所」と一致し、標識の掲示の状態が、規則別表第１の規定に従った

ものとなっていることを確認する。 

2） 貯蔵施設に係る主な検査対象事項の例 

イ 貯蔵施設の位置（規則第１４条の９第１号） 
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貯蔵施設が、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられてい

ること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）イと同様である。 

ロ 貯蔵室及び貯蔵箱の耐火性等（規則第１４条の９第２号） 
密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管す

る場合を除き、下記のとおり貯蔵室又は貯蔵箱を設けていること 
a 貯蔵室：主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、特定防

火設備に該当する防火戸を設けていること 
b 貯蔵箱：耐火性の構造であること 
【検査における主な視点等の例】 

貯蔵室又は貯蔵箱が、申請書等の「貯蔵室又は貯蔵箱」の各欄に

記載された内容（構造、耐火性及び材料等）のとおりに造られ、規

則第１４条の９第２号の定める技術上の基準への適合性が維持され

ていること確認する。 

「特定防火設備」は、建築基準法施行令第１１２条第１項におい

て、「第１０９条に規定する防火設備であって、これに通常の火災

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外

の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法

を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」とさ

れており、「国土交通大臣が定めた構造方法」は、「特定防火設備

の構造方法を定める件（建設省告示第１３６９号）」に定められて

いる。 

なお、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて

保管し、当該容器を貯蔵施設とし、貯蔵室及び貯蔵箱を設けていな

い場合には、申請書等の「貯蔵室又は貯蔵箱」の欄には記載はない

が、このような場合においては、申請書等の「貯蔵容器」の「構造

及び材料」の欄や「貯蔵能力」の「耐火性の容器」の欄に記載され

た耐火性の構造に係る記載を確認し、密封された放射性同位元素を

保管する容器が、耐火性の構造になっていることを確認する。 

検査において確認すべき事項は、上記１）ロと同様である。 

ハ 遮蔽（規則第１４条の９第３号） 
貯蔵施設に規則第１４条の７第１項第３号の基準に適合する遮蔽

壁その他の遮蔽物を設けていること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）ハと同様である。 
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ニ 貯蔵容器（規則第１４条の９第４号） 
放射性同位元素を入れる容器が下記のとおり貯蔵施設に備えられ

ていること 
a 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素

を入れる容器が気密な構造となっていること 
b 液体状の放射性同位元素を入れる容器が、液体がこぼれにくい

構造で、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いていること 
c 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、き裂・破損

等を生じるおそれのあるものについては、受皿、吸収材その他汚

染の広がりを防止するための施設又は器具を設けていること 
【検査における主な視点等の例】 

貯蔵容器の種類、内容物の物理的性状、構造・材料及び受皿・吸

収材等が、申請書等の「貯蔵容器」の欄に記載されたとおりに設置

され、規則第１４条の９第４号の定める技術上の基準への適合性が

維持されていることを確認する。 

上記 a の「容器の外における空気を汚染するおそれ」の有無につ

いては、例えば、保管している現場の温度や圧力の条件に対し、内

容物が気化又は揮発するおそれがあるか等に留意する。 

上記 c の「き裂・破損等を生じるおそれ」の有無については、例

えば、現場の保管状況において、転倒又は落下物による破損のおそ

れがあるか等に留意する。 

ホ 閉鎖設備等（規則第１４条の９第５号） 
貯蔵施設の外部に通じる部分に閉鎖のための設備又は器具を設け

ること 
【検査における主な視点等の例】 
申請書等に記載された「閉鎖のための設備又は器具」の欄に記載

された内容のとおりの設備又は器具が設けられ、施錠等が確実に行

え、規則第１４条の９第５号の定める技術上の基準への適合性が維

持されていることを確認する。 

検査を行う際には、グローブボックス等の内部にある貯蔵箱のよ

うに、人が直接アクセスできないような所にあるものは、「外部に

通じる部分」がなく、閉鎖設備等を要しないものがあることに留意

する。 

ヘ 管理区域境界における柵等の設置（規則第１４条の９第６号） 

管理区域の境界に人がみだりに立ち入らないようにするための施

設を設けること 
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【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）リと同様である。 

ト 標識の設置（規則第１４条の９第７号） 

貯蔵室又は貯蔵箱、上記ニの容器（貯蔵容器）及び管理区域の境

界に設ける人がみだりに立ち入らないようにするための施設に、規

則別表第１の定めに従い、標識を付していること 

【検査における主な視点】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）ヌと同様である。 

3） 廃棄施設に係る主な検査対象事項の例 
イ 廃棄施設の位置（規則第１４条の１１第１項第１号） 

廃棄施設が、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられてい

ること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）イと同様である。 

ロ 主要構造部等の耐火性（規則第１４条の１１第１項第２号） 
主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造っていること 

【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）ロと同様である。 

ハ 遮蔽（規則第１４条の１１第１項第３号） 
廃棄施設に規則第１４条の７第１項第３号の基準に適合する遮蔽

壁その他の遮蔽物を設けていること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）ハと同様である。 

ニ 排気設備（規則第１４条の１１第１項第４号） 
排気設備が設けられている場合においては、当該排気設備が下記

の機能を有していること 
a 非密封の放射性同位元素等の使用又は詰替えに係る排気設備が、

作業室又は廃棄作業室内の人が常時立入る場所における空気中

の放射性同位元素の濃度を濃度限度（数量告示第７条）以下にす

る能力を有していること（規則第１４条の１１第１項第４号イ） 
b 放射線発生装置の使用に係る排気設備が、放射線発生装置の運

転を停止している期間（インターロックを設けている場合には、

当該インターロックにより人を立ち入らせないこととしている

期間を除く。）において、当該放射線発生装置の使用をする室内

の空気中の放射性同位元素（注）の濃度を濃度限度（数量告示第７

条）以下にする能力を有していること（規則第１４条の１１第１
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項第４号ロ） 
（注）b において便宜的に放射性同位元素と記載しているものについて

は、下記の点に注意が必要である。放射性同位元素等の規制に関する法律

においては、「放射性同位元素」は、数量告示第１条に定める下限数量及

び濃度以下のものを含まないものとしているところであるが（法第２条

第２項及び施行令第１条）、ここで便宜的に放射性同位元素と記載したも

のは、正確には、規則において「当該放射線発生装置から発生した放射線

により生じた放射線を放出する同位元素」（規則第１４条の１１第１項第

４号ロ）と規定されているものであり、法令上定義された「放射性同位元

素」とは異なる。 

c 排気設備が下記ⅰ.又はⅱ.のいずれかの機能を維持しているこ

と（規則第１４条の１１第１項第４号ハ） 
i. 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度

（数量告示第１４条第１項）以下にする能力を有しているこ

と（規則第１４条の１１第１項第４号ハ（１）） 
ii. 排気監視設備を設け、排気中の放射性同位元素の濃度を監視

することにより、事業所等の境界の外の空気中の放射性同位

元素の濃度を濃度限度（数量告示第１４条第１項）以下にす

る能力を有していること（規則第１４条の１１第１項第４号

ハ（２）） 
d 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、かつ、

腐食しにくい材料を用いていること（規則第１４条の１１第１

項第４号二） 
e 排気設備の故障が生じた場合に、放射性同位元素によって汚染

された空気の広がりを急速に防止することができる装置を設け

ていること（規則第１４条の１１第１項第４号ホ） 
【排気設備の検査における主な視点等の例】 

申請書の「排気設備」の各欄（「排風機」、「排気浄化装置」、「排気

管」、「排気口」、「汚染空気の広がりの防止装置」、「作業室、廃棄作

業室及び焼却炉との連結状況」及び「作業室及び廃棄作業室に対す

る換気能力」の欄）に記載されたとおりに排気設備が設けられてお

り、規則第１４条の１１第１項第４号の定める技術上の基準への適

合性が維持されていることを確認する。 

「気体が漏れにくい構造」（上記 d）については、例えば、排気管

の継目等の漏れが生じやすい部分に設けられたリベットや溶接の施

工・維持状況を確認する。 
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「汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置」

（上記 e）として設置されているものの例としては、逆流防止機能

の付いた排気管のしゃ断器やダンパー等がある。 

ホ 排水設備（規則第１４条の１１第１項第５号） 
a 液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合に設け

ることとされている排水設備が、下記ⅰ.又はⅱ.のいずれかの能

力を有していること（規則第１４条の１１第１項第５号イ） 
i. 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を濃度限度

（数量告示第１４条第１項）以下にする能力 
ii. 排水監視設備を設け、排水中の放射性同位元素の濃度を監視

することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同

位元素の濃度を濃度限度（数量告示第１４条第１項）以下に

する能力 
b 排水設備は、排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、

かつ、腐食しにくい材料を用いていること（規則第１４条の１１

第１項第５号ロ） 
c 排水浄化槽が下記ⅰ.～ⅲ.を維持していること（規則第１４条の

１１第１項第５号ハ） 
i. 排液を採取することができる構造又は排液中の放射性同位

元素の濃度を測定できる構造としている 
ii. 出口に排液流出調節装置を設けている 
iii. 上部の開口部はふたのできる構造とし、又はその周囲に人が

みだりに立ち入らないようにするための施設を設けている 
【排水設備の検査における主な視点】 

 申請書の「排水設備」の各欄（「排水管」、「排水浄化槽」及び「排

液処理装置」の欄）に記載されたとおりに排水設備が設けられてお

り、規則第１４条の１１第１項第５号の定める技術上の基準への適

合性が維持されていることを確認する。 

ヘ 焼却炉等（規則第１４条の１１第１項第６号） 
放射性同位元素等を焼却する場合には、下記の基準に適合する焼

却炉を設けるほか、排気設備、廃棄作業室及び汚染検査室を設けて

いること 
a 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造となっているこ

と 
b 排気設備に連結された構造となっていること 
c 焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結していること 
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【検査における主な視点等の例】 

 申請書の「焼却炉」の欄に記載されたとおりに焼却炉が設けられ

ており、規則第１４条の１１第１項第６号に定める技術上の基準へ

の適合性が維持されていることを確認する（主に、焼却物の種類、

焼却の方法、熱源・炉室容積、構造・材料、焼却残渣搬出口の位置

及び排気設備・廃棄作業室への連結状況を確認する。）。 

灰が飛散しにくい構造の例としては、焼却炉の底部に集灰槽を設

けていること等が挙げられる。 

焼却炉に連結する排気設備に係る確認の視点は上記ニによる。こ

のほか、廃棄作業室に係る確認の視点は上記１）ニと同様であり、

汚染検査室に係る確認の視点は上記１）ホと同様である 

ト 固型化処理設備等（規則第１４条の１１第１項第７号） 
放射性同位元素等を固型化材料により固型化する場合には、下記

の基準に適合する固型化処理設備を設けるほか、排気設備、廃棄作

業室及び汚染検査室を設けていること 
a 固型化処理設備が、放射性同位元素等が漏れ、又はこぼれにく

く、かつ、粉じんが飛散しにくい構造であること 
b 固型化処理設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材

料を用いていること 
【検査における主な視点等の例】 

 申請書の「固型化処理設備」の各欄（「種類及び台数」、「位置」、

「構造及び材料」及び「性能」）に記載されたとおりに固型化処理設

備が設けられており、規則第１４条の１１第１項第７号に定める技

術上の基準への適合性が維持されていることを確認する。 

 排気設備に係る確認の視点は上記ニによる。このほか、廃棄作業

室に係る確認の視点は上記１）ニと同様であり、汚染検査室に係る

確認の視点は上記１）ホと同様である。 

チ 保管廃棄設備（規則第１４条の１１第１項第８号） 
保管廃棄設備が設けられている場合は、下記に定めるものとなっ

ていること 
a 外部と区画された構造となっていること 
b 外部に通じる部分に閉鎖のための設備又は器具が設けられてい

ること 
c 耐火性の構造で、かつ、下記ⅰ.～ⅲ.の基準（規則第１４条の９

第４号の定める貯蔵容器の基準に同じ。）に適合する容器を備え

ること（ただし、放射化物が大型機器等であってこれを容器に入
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れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止す

るための特別の措置を講ずるときは、容器を備える必要はない） 
i. 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位

元素を入れる容器が気密な構造となっていること 
ii. 液体状の放射性同位元素を入れる容器が、液体がこぼれにく

い構造で、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いていること 
iii. 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、き裂・

破損等を生じるおそれのあるものについては、受皿、吸収材

その他汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設け

ていること 
【検査における主な視点等の例】 

保管廃棄設備が、申請書の「保管廃棄設備」（「構造及び材料」、「外

部との区画状況」、「閉鎖のための設備又は器具」及び「保管廃棄容

器」の欄）に記載された内容のとおりに設置され、規則第１４条の

１１第１項第８号に定める技術上の基準への適合性が維持されてい

ることを確認する。下記のような明確な区別が行われている点に留

意するほかは、検査における主な視点等は、上記１）チと同様であ

る。 

保管廃棄設備が、放射化物のうち、放射線発生装置を構成する機

器又は遮蔽体として再び用いるものを保管するものとして設置され

る放射化物保管設備と明確に区別されていることを確認する必要が

ある。 

リ 管理区域境界における柵等の設置（規則第１４条の１１第１項第９

号） 
管理区域の境界に、人がみだりに立ち入らないようにするための

施設が設けられていること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）リと同様である。 

ヌ 標識の設置（規則第１４条の１１第１項第１０号） 
排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、

保管廃棄設備に備える容器及び管理区域境界に設ける柵等の人がみ

だりに立ち入らないようにするための施設に、規則別表第１の定め

に従い、標識を付していること 
【検査における主な視点等の例】 

 検査において確認すべき事項は、上記１）ヌと同様である。 

4） 廃棄物詰替施設に係る主な検査対象事項の例 
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上記１）の使用施設に係る主な検査事項の例（ただし、上記１）ヘ、

ト及びチは除く。）と同様である（規則第１４条の８）。 
5） 廃棄物貯蔵施設に係る主な検査対象事項の例 

上記２）の貯蔵施設に係る主な検査対象事項の例と同様である（規則

第１４条の１０）。 
（３）検査手法等 

① （１）①（放射線施設の維持・管理のための組織体制の確保）に係る検

査手法 
使用者等に対しては、放射線施設の維持、管理及び点検に関すること

等を放射線障害予防規程に定めることが求められている（規則第２１条

第１項第３号）。このため、立入検査を行う前に、放射線障害予防規程に

定められているこれらの内容をあらかじめ把握しておく。 
立入検査においては、施設の維持・管理の組織体制に係る具体的事項

が放射線障害予防規程の下部規程又は内規等に定められている場合、そ

の内容を確認することにより上記（１）①イの事実を確認する。さらに、

施設の維持・管理に係る関係者に聴取することにより、上記（１）①ロ

の事実を確認する。 
② （１）②（点検の対象となっている放射線施設等及びその点検の手順）

に係る検査手法 
イ （１）②イ（点検の対象となっている放射線施設等）及びロ（点検

項目の細目）に係る検査手法 
放射線障害予防規程ガイド３－２）及び３－３）は、放射線施設

が、それぞれの施設基準（規則第１４条の７～第１４条の１１）へ

の適合性を維持していることを確認することができるよう、放射線

施設及び管理区域ごとに行う点検項目の細目や点検頻度等を、使用

者等が規則第２１条第１項第３号に基づき、放射線施設の維持、管

理及び点検に関する事項を放射線障害予防規程に定める際の具体的

な例として示している。このため、立入検査を行う前に、放射線障

害予防規程の内容をあらかじめ確認しておく。 
立入検査においては、申請書等の記載内容と現場の状況を照合す

ることにより、（１）②イ（点検の対象となっている放射線施設等）

を把握する。さらに、各放射線施設及び管理区域の点検に関する放

射線障害予防規程の下部規程の内容の確認又は関係者への聴取によ

り、（１）②ロ（点検項目の細目）が明らかにされていることを確認

する。 
ロ （１）②ハ（点検において異常を発見した場合の措置）に係る検査
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手法 
 放射線障害予防規程ガイド３－４）は、異常を発見した場合に措

置を講じる手順を、使用者等が規則第２１条第１項第３号に基づき、

放射線施設の維持、管理及び点検に関する事項を放射線障害予防規

程に定める際の具体的な例として示している。このため、立入検査

の前に、放射線障害予防規程の当該規定の内容を確認しておく。 
放射線障害予防規程の下部規程にさらに具体的な手順が定められ

ている場合には、その内容を立入検査において確認することにより、

（１）②ハ（点検において異常を発見した場合の措置）の手順が適

切に定められていることを確認する。 
ハ （１）②二（放射線業務従事者以外の者が管理区域に入る場合の手

順）に係る検査手法 
 放射線施設を維持・管理するに当たっては、修理・据付け等のた

めに、放射線業務従事者以外の者が管理区域内に入ることも想定さ

れる。この点について、放射線障害予防規程ガイド３－５）は、規

則第２１条第１項第３号に基づき使用者等が放射線施設の維持、管

理及び点検に関する事項を放射線障害予防規程に定める際の、放射

線業務従事者以外の者が管理区域内に入る際の手続又は立入制限等

の手順の例を示している。このため、立入検査の前に、放射線障害

予防規程に記載された（１）②二（放射線業務従事者以外の者が管

理区域に入る場合の手順）の内容を確認しておく。 
これらの手順に係るさらに具体的な事項が放射線障害予防規程の

下部規程等においてに定められている場合は、その内容を立入検査

において確認する。 
ニ （１）②ホ（「みなし非管理区域」の設定・管理）に係る検査手法 

 「みなし非管理区域」の設定については、使用者等が実際に設定

した「みなし非管理区域」が、申請書等の「第２２条の３の規定を

適用する区域」の欄に記載された区域と一致していることを現場の

巡視及び関係者への聴取により確認する。 
「みなし非管理区域」の管理については、放射線障害予防規程３

－６）が、「みなし非管理区域」に立ち入る者の立ち入りの管理方法

等を、使用者等が規則第２１条第１項第３号に基づき、放射線施設

の維持、管理及び点検に関する事項を放射線障害予防規程に定める

際の具体的な例として示している。このため、立入検査の前に、放

射線障害予防規程に記載されたそれらの内容を確認しておくものと

し、さらに具体的な内容が放射線障害予防規程の下部規程等に定め
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られている場合は、その内容を立入検査において確認する。 
③ （１）③（手順に従った点検の実施）に係る検査手法 

例えば、下記に示した記録等の内容を参照すること等により、施設基

準を遵守するために実際に使用者等が行っている施設の点検及び管理

区域の管理の手順が、上記②で確認した手順に従ったものとなっている

ことを確認する。 
イ 放射線施設等の点検の結果及びそれに伴う措置の内容の記録（規則

第２４条第１項第１号ヨ及び第３号ト） 
ロ 「みなし非管理区域」への立入りに関する記録（規則第２４条第１

項第１号レ） 
ハ 測定の記録（規則第２０条第４項） 
ニ 施設の点検に係る責任者その他の関係者への聴取 

④ （２）（施設基準適合義務の遵守状況確認）に係る検査手法 
個別の放射線施設について、施設基準適合義務の遵守状況を直接的に

確認する必要がある場合には、立入検査の前に、申請書等の内容のほか、

登録機関が行う施設検査・定期検査を受検している特定許可使用者又は

許可廃棄業者の事業所等については、最近のこれらの検査の内容を確認

することにより、施設の設置状況の概要を把握しておく。 
立入検査においては、いずれの放射線施設についても、施設の特徴を

踏まえながら、以下に例示したような手法等から適切なものを用いる。 
 現場の巡視による施設の維持状態の確認 
 施設の寸法の測定（申請書等に記載されたものと同じであること

の確認） 
 サーベイメーター等による線量又は汚染状況の測定 
 施工時における施設の構造・材質について示した書類の内容の確

認 
 現場で確認した施設の設置状態と申請書等に記載された内容と

の照合 
 使用者等が行った点検の記録（規則第２４条第１項第１号ヨ及び

第３号ト）、測定の記録（規則第２０条第４項）及び健康診断の

結果の記録（規則第２２条第２項）の確認並びに関係者に対する

聴取 
 規則第３９条第２項に基づき提出された最近の放射線管理状況

報告書において、「１.施設等の点検の実施状況」の「点検の結果

に基づいて補修等の措置を講じたとき又は講じる予定のときは、

その内容」の欄に記載がある場合は、当該施設の補修等の状況を



 

- 21 - 
 

把握すること 
下記に、立入検査の実施の便宜に資するため、各施設の施設基準適合

義務の遵守状況を直接的に確認する際の検査手法及び留意事項として

一般的なものを例示する。 
1） 使用施設に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）②１）イ（使用施設の位置）について 

 現場を巡視し、使用施設の設置位置が申請書の記載内容と一致

することを確認する。 
 設置後においても地崩れや浸水のおそれが少ない状態が維持さ

れているかについては、申請書に記載された周辺の状況に特に

変化がないかを関係者への聴取又は巡視により把握する。申請

書に地方公共団体の作成した最新のハザードマップ等が添付さ

れている場合は、これを参考資料にする。 
ロ （２）②１）ロ（主要構造部等の耐火性）について 

 現場を巡視し、建築物と居室の区分が申請書の記載と一致する

ことを確認する。 
 主要構造部等を現物確認する際は、構造部材の経年変化等によ

る耐火性に係る機能の低下がないかに留意する。 
 主要構造部等が耐火構造又は不燃材料で造られているかは、現

場の巡視又は関係者への聴取によるほか、施工図面・施工記録

（写真、図面及び材料・成績証明書等）がある場合は、それらの

内容により確認する。 
ハ （２）②１）ハ（遮蔽）について 

 現場を巡視し、遮蔽物の外観に汚損、腐食、変形又は欠落等がな

いか確認する。 
 申請書に放射線源との距離が十分確保されているため遮蔽物は

特に設けない旨の記載がある場合は、現場を巡視し、放射線源

との距離の確保状況を確認する。 
 現場を巡視し、申請書に記載された施設内の人が常時立ち入る

場所、工場又は事業所の境界、工場又は事業所内の居住区域及

び病院又は診療所の病室の位置関係や境界に変更がないことを

確認する。 
 遮蔽物の構造及び材質については、施工図面・施工記録（写真、

図面及び材料・成績証明書等）がある場合は、それらの内容を確

認する。 
 測定の記録（規則第２０条第４項）を参考にするほか、必要な場
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合には、測定を実施することにより、遮蔽機能が確保されてい

ることを確認する。 
ニ （２）②１）ニ（作業室）について 

 現場を巡視し、申請書の記載内容（作業室の構造、表面材料等及

び排気設備の連結状況）と現物を照合するほか、例えば、作業室

内部の壁に用いられている塩化ビニール樹脂塗料等が剥離して

いる箇所がないかを確認することにより、「浸透しにくく、かつ、

腐食しにくい」材料で仕上げられていることが維持されている

ことを確認する。 
 作業室の点検に係る記録（規則第２４条第１項第１号ヨ）のほ

か、作業室の構造及び表面材料等について、施工図面・施工記録

（写真、図面及び材料・成績証明書等）がある場合は、それらの

内容を確認する。 
 排気設備の連結を確認する際には、現場の巡視により連結部に

すき間や漏えいの痕跡がないことを確認するほか、申請書の排

気設備の系統図を参照しながら現物と照合する。 
ホ （２）②１）ホ（汚染検査室）について 

 現場を巡視し、申請書の記載内容と現場の状況と照合するほか、

例えば、汚染検査室の内部の壁に用いられている塩化ビニール

樹脂塗料等が剥離している箇所がないかを確認することにより、

「浸透しにくく、かつ、腐食しにくい」材料で仕上げられている

ことが維持されていることを確認する。 
 汚染検査室の点検に係る記録（規則第２４条第１項第１号ヨ）

のほか、施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績証明書

等）がある場合は、それらの内容を確認する。 
 更衣設備については、同設備に付帯する装備（例えば、上着、帽

子、手袋、靴下及び履物等）の配備状況も確認する。 
 申請書に記載された汚染検査のために必要な放射線測定器の配

備状況を確認する。 
 汚染除去に必要な器材の中に、その使用に有効期限又は定期的

な点検等の必要性があるものがある場合は、その維持・管理状

況について示した記録を確認する又は関係者への聴取をするこ

とにより、その状況を把握する。 
 洗浄設備の排水管と排水設備の連結状況を確認する際には、現

場の巡視により連結部にすき間や漏えいの痕跡がないことを確

認するほか、申請書の排水設備の系統図と現物を照合する。 
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ヘ （２）②１）ヘ（自動表示装置）について 
 自動表示装置について、現場を巡視し、申請書の記載内容と照

合する。点検に係る記録（規則第２４条第１項第１号ヨ）を確認

するほか、施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績証明

書等）がある場合は、その内容を確認する。 
 設置された自動表示装置が申請書の「使用中である旨を自動的

に表示する装置の種類及びそれを付ける箇所」の欄及び添付書

類に記載された表示方法及び表示方式のものとなっていること

を確認する際には、例えば、自動表示装置に係る回路図・動作論

理系統図等の内容を参考にする。 
 「使用中であることを自動的に表示する」という機能について

は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用開始（例えば、駆

動スイッチを入れる）と同時に「使用中」の文字が表示される仕

組みになっているものが一般的であるが、さらに具体的にどの

時点からどの時点まで表示を行うものとしているのかについて

は、申請書の記載内容の確認又は関係者への聴取により把握す

る。 
 自動表示装置の設置箇所については、申請書の記載のとおりの

箇所に設置されているかだけでなく、表示の良好な視認を妨げ

る状態が生じていないかについても確認する。 
 必要な場合は、実際に自動表示装置を表示させ、表示灯が球切

れなどしていないか、表示までの時間に遅れがないかを確認す

る。 
ト （２）②１）ト（インターロック）について 

 インターロックについて、現場を巡視し、申請書の記載内容と

照合するほか、施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績

証明書等）がある場合は、それらの内容を確認する。 
 設置されたインターロックが申請書の「インターロックの種類、

機能及びそれを付ける箇所」の欄に記載されたとおりのものと

なっていることを確認する際には、現場を巡視するほか、例え

ば、申請書の添付書類に示されたインターロックに係る回路図・

動作論理系統図等の内容を参照する。 
 「使用をする場合にその室に人がみだりに立ち入ることを防止

する」機能については、一般的には、扉を閉鎖し、インターロッ

クが作動しないと放射性同位元素又は放射線発生装置の使用を

開始することができず、また、放射性同位元素又は放射線発生
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装置の使用中に扉を解放した場合には、直ちに使用が停止する

ような仕組みになっているものが多いが、その機能のさらに具

体的な内容については、点検に係る記録（規則第２４条第１項

第１号ヨ）の確認、放射線障害予防規程又はその下部規程等に

インターロックの操作手順に係る記載がある場合はその内容の

確認又は関係者への聴取によるほか、必要な場合にはインター

ロックを実際に作動させることにより把握する。 
チ （２）②１）チ（放射化物保管設備）について 

 放射化物保管設備について、現場を巡視し、申請書の記載内容

と照合する。点検に係る記録（規則第２４条第１項第１号ヨ）を

確認するほか、施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績

証明書等）がある場合は、それらの内容を確認する。 
 上記（２）②１）チ c 本文ただし書の「特別の措置」として、例

えば、全体をシートで覆う措置を講じている場合は、覆いに十

分な容量があるか、覆いに破れがあることなどにより汚染の広

がりを防止する機能が損なわれていないかについて確認する

（「特別の措置」については、保管の基準の一つである規則第１

７条第１項第６号の２ロの遵守状況の確認と併せて確認する。）。 
リ （２）②１）リ（管理区域境界における柵等の設置）及びヌ（標識

の設置）について 
 現場を巡視し、管理区域の設定及び柵等の設置状況並びに標識

の位置が申請書の図面の記載内容と一致することを確認する。 
 現場を巡視する際に、規則別表第１の区分に従い、標識が申請

書の図面に示された箇所に漏れなく付けられていることを確認

する。確認の際には、暗がりや障害物などにより視認が妨げら

れていないか及び標識が汚損・退色していないかにも注意する。 
2） 貯蔵施設に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）②２）イ（貯蔵施設の位置）について 

 上記１）イと同様である。 
ロ （２）②２）ロ（貯蔵室及び貯蔵箱の耐火性等）について 

 現場を巡視し、申請書等の「貯蔵室又は貯蔵箱」の各欄の記載と

一致することを確認する。 
 構造及び材料について現物を確認する際は、構造部材の経年変

化による耐火機能の低下がないかにも留意する。 
 貯蔵室及び貯蔵箱の点検に係る記録（規則第２４条第１項第１

号ヨ）のほか、貯蔵室の耐火構造及び貯蔵箱の耐火性の構造に
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係る施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績証明書等）

がある場合は、それらの内容を確認する。 
 密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管

し、当該容器を貯蔵施設としているため、申請書等の「貯蔵室又

は貯蔵箱」の欄に記載がない場合は、申請書等の「貯蔵容器」の

欄の「構造及び材料」や、「貯蔵能力」の欄の「耐火性の容器」

の記載を現物と照合し、耐火機能が確保されていることを確認

する。 
ハ （２）②２）ハ（遮蔽）について 

 上記１）ハと同様である。 
ニ （２）②２）ニ（貯蔵容器）について 

 現場を巡視し、貯蔵容器の点検に係る記録（規則第２４条第１

項第１号ヨ）を確認するほか、容器に係る試験成績書等がある

場合は、その内容を確認することにより、貯蔵容器の種類及び

構造・材料等が、申請書等の記載内容と一致していることを確

認する。 
 現場において貯蔵容器を目視する際には、容器の表面にき裂・

破損等がないか、容器が膨張等により変形していないかなどに

も留意する。 
 汚染の広がりを防止するための受皿・吸収材（例えば、バットや

ろ紙等）が、容器にき裂・破損等を生じた場合に、容器の内容物

をすべて保持できる状態を確保できているかどうかに留意する。 
ホ （２）②２）ホ（閉鎖設備等）について 

 現場を巡視し、申請書等の「閉鎖のための設備又は器具」欄に記

載したとおりの設備又は器具が設置され、施錠等が確実にでき

る状態が確保されていることを、閉鎖設備等の点検に係る記録

（規則第２４条第１項第１号ヨ）も参照しながら確認する。 
 「閉鎖のための設備又は器具」の設置は、被ばくの管理と放射

化物の盗難・紛失防止を目的としたものであるため、管理者以

外の外部の者が自由に開閉できない状態が確保されているかに

留意する。 
ヘ （２）②２）ヘ（管理区域境界における柵等の設置）及びト（標識

の設置）について 
 上記１）リと同様である。 

3） 廃棄施設に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）②３）イ（廃棄施設の位置）について 
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 上記１）イと同様である。 
ロ （２）②３）ロ（主要構造部等の耐火性）について 

 現場を巡視し、主要構造部等の構造や材料が、申請書の主要構

造部等の「構造の耐火性」及び「材料」の各欄の記載と一致して

いることを確認する。 
 主要構造部等が耐火構造又は不燃材料で造られているかは、現

場の巡視又は関係者への聴取によるほか、施工図面・施工記録

（写真、図面及び材料・成績証明書等）がある場合は、それらの

内容により確認する。 
 主要構造部等を現物確認する際は、構造部材の経年変化等によ

る耐火性に係る機能の低下がないかにも留意する。 
ハ （２）②３）ハ（遮蔽）について 

 上記１）ハと同様である。 
ニ （２）②３）ニ（排気設備）について 

 排気設備について、現場を巡視し、申請書の記載と照合するほ

か、施工図面・施工記録（写真、図面及び材料・成績証明書等）

がある場合は、それらの内容を確認する。 
 排風機の銘板に排風機の性能に係る表示がある場合は、申請書

の「排風機」の「性能」の欄に記載された排気能力（m3/分）と

一致していることを確認する。 
 申請書の「排気浄化装置」の「性能」の欄に記載された内容（例

えば、フィルター効率等）が確保されているかについては、排気

浄化装置の材料・成績証明書等がある場合は、その内容を見て

確認する。 
 排気管の破損や腐食等がないかを目視するほか、材料証明書等

がある場合には、その内容を参照し、腐食しにくい材料で、気体

が漏れにくい構造になっていることを確認する。 
 その他、必要な場合には、関係者への聴取などにより、外気との

差圧の確保、フィルターの目詰まり、破損の防止及び取換え並

びに排気モニター及び風量調整ダンパーの作動状態をどのよう

に点検・管理しているのか等を把握する。 
 濃度限度以下にする能力の維持については、排気設備の点検の

記録（規則第２４条第１項第１号ヨ及び第３号ト）、測定の記録

（規則第２０条第４項）及び廃棄の記録（規則第２４条第１項

第１号ル～ワ及び第３号ト）を確認する。 
ホ （２）②３）ホ（排水設備）について 
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 排水設備（排水管、排水浄化槽及び排液処理装置）について、現

場を巡視し、申請書の記載と照合するほか、施工図面・施工記録

（写真、図面及び材料・成績証明書等）がある場合は、それらの

内容を確認する。 
 排水管については、目視により、継ぎ目に漏えいの痕跡がない

かについて確認する。 
 排水浄化槽については、その銘板に容量の表示がある場合は、

その表示が申請書の「排水浄化槽」の「容量」の欄に記載された

値と一致することを確認する。また、現場を巡視し、上記（２）

②３）ホ cⅰ～ⅲが維持されていることを確認する。 
 その他、必要な場合には、関係者への聴取などにより、例えば、

タンク類・配管類の漏れ、亀裂及び腐食状態並びに排水設備機

器（ポンプ、バルブ及び水位計等）の作動状態をどのように点検

し、確認しているのか等を把握する。 
 濃度限度以下にする能力の維持については、排水設備の点検の

記録（規則第２４条第１項第１号ヨ及び第３号ト）、測定の記録

（規則第２０条第４項）及び廃棄の記録（規則第２４条第１項

第１号ル～ワ及び第３号ト）を確認する。 
ヘ （２）②３）ヘ（焼却炉等）について 

 焼却炉等（焼却物の種類、焼却の方法、熱源・炉室容積、構造・

材料、焼却残渣出口の位置及び排気設備・廃棄作業室への連結

状況）について、現場を巡視し、施工図面・施工記録（写真、図

面及び材料・成績証明書等）又は焼却炉の銘板の表示がある場

合は、それらの内容を申請書の「焼却炉」の各欄の記載と照合す

る。 
 焼却物の種類及び焼却の方法については、廃棄の記録（規則第

２４条第１項第１号ル～ワ及び第３号ト）を確認する。 
 焼却炉の性能の維持については、焼却炉の点検の記録（規則第

２４条第１項第１号ヨ及び第３号ト）を確認する。 
 その他、必要な場合には、関係者への聴取等により、例えば、「気

体が漏れにくく、灰が飛散しにくい」という機能を維持してい

ることをどのように点検、確認しているのか等を把握する。 
ト （２）②３）ト（固型化処理設備等）について 

 固型化処理設備（その種類・台数、位置、構造・材料及び性能）

について、現場を巡視し、施工図面・施工記録（写真、図面及び

材料・成績証明書等）がある場合は、それらの内容を申請書の
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「固型化処理設備」の各欄の記載と照合する。 
 固型化処理設備の性能の維持については、固型化処理設備の点

検の記録（規則第２４条第１項第１号ヨ及び第３号ト）を確認

する。 
 その他、必要な場合には、関係者への聴取などにより、例えば、

「漏れ、又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい」とい

う構造を維持していることをどのように点検、確認しているの

か等を把握する。 
チ （２）②３）チ（保管廃棄設備）について 

 保管廃棄設備が、放射化物のうち、放射線発生装置を構成する

機器又は遮蔽体として再び用いるものを保管するものとして設

置される放射化物保管設備と明確に区別されている点に留意す

る他は、主な検査手法及び留意事項は、上記１）チと同様であ

る。 
リ （２）②３）リ（管理区域境界における柵等の設置）及びヌ（標識

の設置）について 
 上記１）リと同様である。 

4） 廃棄物詰替施設に係る主な検査手法及び留意事項の例 
上記１）（ただしヘ、ト及びチは除く。）と同様である。 

5） 廃棄物貯蔵施設に係る主な検査手法及び留意事項の例 
上記２）と同様である。 
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第３章 行為基準等を遵守する義務 
 第１節 行為基準（使用、保管及び廃棄の基準）等を遵守する義務 
Ⅰ．行為基準（使用、保管及び廃棄の基準）等に係る法令の規定 
１. 行為基準（使用、保管及び廃棄の基準）等を遵守する義務（法第１５条、第

１６条及び第１９条） 
許可届出使用者又は許可廃棄業者は、放射性同位元素若しくは放射線発生

装置を使用する場合、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を保管する場合

又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を事業所等において廃棄する場

合においては、それぞれ、使用、保管又は廃棄に係る原子力規制委員会の定

める技術上の基準〔使用の基準（規則第１５条）、保管の基準（規則第１７

条）及び廃棄の基準（規則第１９条）、以下、本節において、これらを「行為

基準」という。〕に従って放射線障害防止のために必要な措置を講じる義務

を負う（法第１５条第１項、第１６条第１項並びに第１９条第１項及び第２

項）。 
このほか、届出販売業者及び届出賃貸業者が、放射性同位元素又は放射性

汚染物の保管及び廃棄を行う場合、並びに、表示付認証機器等を廃棄しよう

とする者（許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。）が表示付

認証機器等の廃棄を行う場合に、所定の者に委託する義務が課されている

（法第１６条第３項、法第１９条第４項及び第５項）。 
さらに、法第２８条第７項の規定により、廃止措置を実施中の許可取消使

用者等についても、法第１６条（保管の基準等）及び法第１９条（廃棄の基

準等）を遵守する義務が課されている。 
使用、保管又は廃棄に関する措置が行為基準に適合していないと認められ

る者に対しては、原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要な措

置等を命ずることができることになっている（法第１５条第２項、第１６条

第２項及び第１９条第３項）。 
以下、本節においては、下記２．に示す行為基準等の遵守状況について立

入検査を受ける者を「使用者等」という。 
 

２. 行為基準の種類及び使用者等が遵守すべき行為基準等 
 （１）行為基準の種類 

使用者等が使用、保管又は廃棄に関する措置を講じる際に遵守すべ

き行為基準については、下記の３つが規則に定められている。 
① 使用の基準（規則第１５条） 
② 保管の基準（規則第１７条） 
③ 廃棄の基準（規則第１９条） 
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 （２）使用者等が遵守すべき行為基準等 
① 許可届出使用者が遵守すべき行為基準 

 使用の基準（規則第１５条）、保管の基準（規則第１７条）及び廃

棄の基準（規則第１９条） 
② 許可廃棄業者が遵守すべき行為基準 

 保管の基準（規則第１７条）及び廃棄の基準（規則第１９条） 
③ 届出販売業者及び届出賃貸業者が遵守すべき行為基準等 

イ 放射性同位元素又は放射性汚染物の保管について、許可届出使用

者に委託しなければならない（法第１６条第３項） 
ロ 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄について、許可届出使用

者又は許可廃棄業者に委託しなければならない（法第１９条第４

項）。 
④ 表示付認証機器等を廃棄しようとする者（許可届出使用者又は許可廃

棄業者であるものを除く。）が遵守すべき行為基準等 
 表示付認証機器等の廃棄を許可届出使用者又は許可廃棄業者に委

託しなければならない（法第１９条第５項）。 
⑤ 許可取消使用者等が遵守すべき義務 

許可取消使用者等は、廃止措置を完了するまでの間は、法第１６条

（保管の基準等）及び法第１９条（廃棄の基準等）を遵守しなくては

ならない（法第２８条第７項）。 
 

３. 使用、保管及び廃棄に係る事項等を放射線障害予防規程に定め、届け出る義

務（法第２１条第１項並びに規則第２１条第１項第４号及び第５号） 
 許可届出使用者に対しては、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に

関する事項等を放射線障害予防規程に定め、届け出る義務が課されている

（規則第２１条第１項第４号）。 
 許可届出使用者、許可廃棄業者、届出販売業者（表示付認証機器等のみを

販売する者を除く。）及び届出賃貸業者（表示付認証機器等のみを賃貸する

者を除く。）に対しては、放射性同位元素等の保管及び廃棄に関する事項等

を放射線障害予防規程に定め、届け出る義務が課されている（規則第２１条

第１項第５号）。 
このような法令の規定を受け、「放射線障害予防規程に定めるべき事項に

関するガイド」（令和元年７月２４日原子力規制委員会決定、本章では以下

「放射線障害予防規程ガイド」という。）は、主に、４－１）～４－３）、５

－１）、５－３）及び５－５）において、使用、保管及び廃棄に関する責任者

並びにその方法等を、使用者等が規則第２１条第１項第４号及び第５号に基



 

- 31 - 
 

づき使用、保管及び廃棄に関する事項を放射線障害予防規程に定める際の具

体的な例として示している。 
 
Ⅱ．行為基準（使用、保管及び廃棄の基準）等の遵守に係る立入検査事項及び検

査手法 
（１）行為基準（使用、保管及び廃棄の基準）等を遵守するための組織体制・手

順の確認に係る検査事項等 
    使用者等は、その区分に応じ、上記Ⅰ．に示したように行為基準〔使用

の基準（規則第１５条）、保管の基準（規則第１７条）及び廃棄の基準（規

則第１９条）〕等を遵守しなければならない。放射線障害予防規程ガイド

４－１）～４－３）及び５－１）～５－６）は、使用、保管及び廃棄に係

る責任者並びにその方法等を、使用者等が、規則第２１条第１項第４号及

び第５号に基づき、行為基準を遵守するために必要な事項を放射線障害

予防規程に定める際の具体的な例として示している。このため、立入検査

において、行為基準を遵守するために必要な組織体制・手順があることを

確認する際には、下記①～③の事項が放射線障害予防規程又はその下部

規程に定め、実施していることを確認することが、主な検査対象事項の例

となる。 
① 使用、保管及び廃棄に関する責任者 
② 使用者等の実態に応じた使用、保管及び廃棄の具体的な方法 

イ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする際に確認すべき事

項 
ロ 放射性同位元素の保管場所及び保管数量が貯蔵能力を超えていない

ことを確認するための方法・手順 
ハ 放射性同位元素等の廃棄をする際に確認すべき事項（廃棄の方法や

廃棄を委託する場合の手続等） 
③ 規則第１５条第２項（使用の基準を適用除外とする旨の規定）の適用に

係る確認事項 
イ 管理区域外における非密封の放射性同位元素の総量が１日につき下

限数量を超えないよう管理し、それを確認する方法 
ロ 管理区域外における非密封の放射性同位元素の取扱方法 

（２）個別の行為基準等の遵守状況の確認に係る検査事項等 
    使用者等が遵守すべき行為基準は多岐にわたるため、立入検査におい

て、その遵守状況を示す資料等のすべてについて、直接的に、かつ、逐一

確認することは現実的ではない。行為基準の遵守状況は、上記（１）に示

した行為基準の遵守のための組織体制・手順及びその運用や実施状況を
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確認することを通じて把握することができる場合も多い。 
    もっとも、立入検査は、特定の行為基準の遵守状況を確認することのみ

を目的として実施する場合もある。そのような場合においては、組織体

制・手順等の確認を通じて特定の行為基準の遵守状況を確認するよりも、

直接的に、特定の行為基準の遵守状況を確認することが、検査の目的に適

う。このような目的で立入検査を実施する場合においては、下記①～③に

示したものが、主な検査事項の例となる。 
下記①～③に示した検査事項の例は、法令が行為基準等として要求し

ている事項のうち、主なものを、読みやすさの観点から、法令の規定を一

部要約・省略するなどして記載しているものである。ただし、事業所等に

よっては、下記①～③に記載した行為基準が前提としている施設が存在

しない又は放射性同位元素を取扱っていない等の理由により、ここに示

した検査事項の一部が当てはまらない場合があることに留意する必要が

ある。 
① 使用の基準の遵守に係る主な検査対象事項の例 

下記は、許可届出使用者に課されている使用の基準の遵守状況を確認

する際の主な検査対象事項を例示したものである。 

イ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用を使用施設において行う

こと（規則第１５条第１項第１号） 
下記の場合を除き、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用が

使用施設において行われていること 
a 届出使用者が密封された放射性同位元素を使用する場合 
b 許可使用者が、使用の場所の一時的変更について、法第１０条第

６項の規定に基づく届出を行っている場合 
ロ 非密封の放射性同位元素の使用を作業室において行うこと（規則第

１５条第１項第１号の２） 
ハ 密封された放射性同位元素の使用において密封の状態を維持してい

ること（規則第１５条第１項第２号）    
密封された放射性同位元素を常に下記に適合する状態において使

用していること 
a 正常な使用状態において、開封又は破壊されるおそれがないこ

と 
b 漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと 

ニ 放射線業務従事者の線量限度の遵守（規則第１５条第１項第３号） 
放射線業務従事者の線量が、規則第１５条第１項第３号イ～ハの

いずれかを講ずることにより、実効線量限度（数量告示第５条）及
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び等価線量限度（数量告示第６条）を超えないようにすること 
ホ インターロックを設けた室内からの脱出措置等（規則第１５条第１

項第３号の２） 
インターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装

置の使用をする場合は、下記の措置を講じていること 
a 人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないよう

にするための措置 
b 室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするため

の措置 
ヘ 空気中濃度限度の遵守（規則第１５条第１項第４号） 

作業室内の人が常時立入る場所又は放射線発生装置の使用をする

室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度が、汚染さ

れた空気の浄化又は排気をすることにより、空気中濃度限度（数量

告示第７条）を超えないようにしていること 
ト 作業室内での飲食及び喫煙の禁止（規則第１５条第１項第５号） 
チ 表面密度限度の遵守（規則第１５条第１項第６号） 

作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素

の密度が、汚染の除去又は触れる物の廃棄をすることにより、表面

密度限度（数量告示第８条）を超えないようにしていること 
リ 作業室での作業衣等の着用等（規則第１５条第１項第７号） 

作業室において、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを

着用したままみだりに作業室から出ないこと 
ヌ 作業室からの退出時の汚染検査等（規則第１５条第１項第８号） 

作業室から退出するときに、人体及び人体に着用している物の放

射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去している

こと 
ル 作業室からの持ち出し制限（規則第１５条第１項第９号） 

放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位

元素の密度が表面密度限度（数量告示第８条）を超えているものは、

みだりに作業室から持ち出さないこと 
ヲ 管理区域からの持ち出し制限（規則第１５条第１項第１０号） 

表面密度限度（数量告示第８条）の 1/10 を超えているものをみだ

りに管理区域から持ち出さないこと（数量告示第１６条） 
ワ 陽電子断層撮影用放射性同位元素等の管理区域からの持ち出し制限

（規則第１５条第１項第１０号の２） 
陽電子断層撮影用放射性同位元素を人以外の生物に投与した場合
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に、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮

影用放射性同位元素の原子の数が１を下回ることが確実な期間（７

日間）を超えて保管した後でなければ、管理区域から持ち出さない

こと（数量告示告第１６条の２及び第１６条の３） 
カ 法第１０条第６項に基づく届出により使用の場所の一時的変更を行

い使用する場合における放射性同位元素の脱落防止装置の装備（規

則第１５条第１項第１０号の３） 
 法第１０条第６項に基づく届出により、許可使用者が 400GBq 以

上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器を使用する

場合に、放射性同位元素の脱落を防止するための装置を装備してい

ること 
ヨ 法第１０条第６項に基づく届出により使用の場所の一時的変更を行

い使用する場合における放射線取扱主任者免状等を有する者の指示

（規則第１５条第１項第１０号の４） 
法第１０条第６項に基づく届出により、許可使用者が、放射性同

位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、放射性同位元素

については、第一種放射線取扱主任者免状を有する者又は第二種放

射線取扱主任者免状を有する者、放射線発生装置については、第一

種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下で行うこと（ただし、

平成１７年文部科学省令第３６号附則第４条の定める経過規定によ

り、法第１０条第６項の規定に基づく届出を行って 370GBq 以下の

密封された放射性同位元素を使用する場合は、当分の間、規則第１

５条第１項第１０号の４規定にかかわらず、第一種放射線取扱主任

者免状を有する者、第二種放射線取扱主任者免状を有する者、第三

種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則第

５２条の２のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うこ

とができる） 
タ 注意事項の掲示（規則第１５条第１項第１１号） 

使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に放射線障害の防止

に必要な注意事項を掲示すること 
レ 管理区域への立入制限等（規則第１５条第１項第１２号） 

管理区域には人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射

線業務従事者以外の者が立ち入るときには放射線業務従事者の指示

に従わせること 
ソ 届出使用者等の管理区域の標識（規則第１５条第１項第１３号） 

 届出使用者の使用に係る管理区域又は許可使用者が法第１０条第
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６項の規定に基づく届出により使用の場所の一時的変更を行って使

用する場合の管理区域に規則別表第１に定める標識を付けること 
ツ 密封された放射性同位元素を移動させて使用した後の点検等（規則

第１５条第１項第１４号） 
 密封された放射性同位元素を移動させて使用した後、直ちに放射

性同位元素の紛失、漏えい等の異常の有無を放射線測定器により点

検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害防止に必要な

措置を講ずること 
ネ 許可使用者による下限数量以下の非密封の放射性同位元素の管理区

域外での使用に係る制限（規則第１５条第２項） 
許可使用者が、規則第１５条第２項の適用を受ける場合は、同条

第１項第１号、第１号の２及び第３号の規定は適用されない。この

場合においては、下記の点が遵守されていることを確認する。 
a 管理区域外における非密封の放射性同位元素の使用が、許可を

受けた核種について、使用数量、使用の目的、使用の方法及び使

用の場所において行われていること 
b 管理区域外において１日につき下限数量を超えない非密封の放

射性同位元素を使用する場合において、管理区域外にある非密

封の放射性同位元素の総量が下限数量を超えていないことを確

保するための確認方法がとられていること 
c 管理区域外における非密封の放射性同位元素の取扱いが放射線

障害予防規程又はその下部規程に定められた方法に従って行わ

れていること 
ナ 放射化物であって、放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体とし

て用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により

汚染が生じるおそれのある作業については、下記 a 及び b を遵守し

ていることを確認する。この作業については、規則第１５条第１項

第１号（ただし書を除く。）、第３号、第５号、第７号、第８号、第

１０号、第１１号及び第１２号が準用される（規則第１５条第３項）。 
a 敷物、受皿その他の器具を用いることにより、放射線を放出する

同位元素による汚染の広がりを防止すること 
b 作業の終了後、当該作業により生じた汚染を除去すること 

② 保管の基準等の遵守に係る主な検査対象事項の例 
下記（ただし、ヲを除く。）は、許可届出使用者に課されている保管の

基準の遵守状況等を確認する際の主な検査対象事項を例示したものであ

る。 
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許可廃棄業者については、保管の基準として、規則第１７条第２項第

１号及び第２号の基準（それぞれ下記イ及び二とほぼ同じ。）が課せられ

ているほか、規則第１５条第１項第３号（下記ハ）並びに規則第１７条

第１項第２号（下記ロ）、第４号（下記ホ）、第５号（下記へ）、第６号（下

記ト）、第７号（下記リ）、第８号（下記ヌ）及び第９号（下記ル）の規定

が準用されることとなっていることから（規則第１７条第２項）、これら

は、許可廃棄業者に対する主な検査対象事項の例にもなる。 
なお、下記の保管の基準等は、法第２８条第７項の規定により、廃止

措置を実施中の許可取消使用者等にも適用される。 
イ 保管場所（規則第１７条第１項第１号） 

放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱〔密

封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場

合は貯蔵施設（法第１０条第６項の規定に基づき届出を行い、密封さ

れた放射性同位元素の使用をしている場合は、当該使用の場所を含

む）〕において行うこと 
ロ 貯蔵能力の範囲内での貯蔵（規則第１７条第１項第２号） 

貯蔵施設に貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと 
ハ 放射線業務従事者の線量限度の遵守（規則第１５条第１項第３号の準

用） 
規則第１５条第１項第３号イ～ハの規定の準用により、放射線業務

従事者の線量が、実効線量限度（数量告示第５条）及び等価線量限度

（数量告示第６条）を超えないようにすること 
ニ 保管中における持ち運び制限措置（規則第１７条第１項第３号） 

放射性同位元素を保管している貯蔵箱及び耐火性の構造の容器は、

みだりに持ち運びできないよう措置を講じること 
ホ 空気中濃度限度の遵守（規則第１７条第１項第４号） 

空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合は、貯

蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃

度限度（数量告示第７条）を超えないようにすること 
ヘ 飲食及び喫煙の禁止（規則第１７条第１項第５号） 

貯蔵施設のうち、放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所

での飲食及び喫煙の禁止 
ト 表面密度限度の遵守（規則第１７条第１項第６号） 

貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、下記

の措置を講ずることにより、表面密度限度（数量告示第８条）を超え

ないようにすること 
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a 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、か

つ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れる 
b 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、き裂、破損

等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他の

施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の

広がりを防止する 
チ 放射化物保管設備における保管（規則第１７条第１項第６号の２） 

放射化物のうち、再び放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体と

して用いるものの保管を下記のいずれかの方法で行っていること 
a 容器に入れ、かつ、放射化物保管設備において保管する 
b 放射化物が大型機械等であって、これを容器に入れることが著し

く困難な場合には、汚染の広がりを防止するための特別の措置を

講じた上で放射化物保管設備において保管する 
リ 管理区域からの持ち出し制限（規則第１７条第１項第７号） 

放射性汚染物で、表面密度限度（数量告示第８条）の 1/10 を超え

ているものをみだりに管理区域から持ち出さないこと（数量告示第１

６条） 
ヌ 注意事項の掲示（規則第１７条第１項第８号） 

貯蔵施設の目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意

事項を掲示すること 
ル 管理区域への立入制限等（規則第１７条第１項第９号） 

管理区域には人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線

業務従事者以外の者が立ち入るときには放射線業務従事者の指示に

従わせること 
ヲ 届出販売業者及び届出賃貸業者による保管の委託（法第１６条第３項） 

届出販売業者及び届出賃貸業者が放射性同位元素及び放射性汚染

物の保管をする場合は、許可届出使用者に委託すること 
③ 廃棄の基準等の遵守に係る主な検査対象事項の例 

下記（ただし、ホ及びヘを除く。）は、許可届出使用者及び許可廃棄業

者に課されている廃棄の基準の遵守状況等を確認する際の主な検査対

象事項を例示したものである。 

なお、下記の廃棄の基準等は、法第２８条第７項の規定により、廃止

措置を実施中の許可取消使用者等にも適用される。 
イ 事業所等内廃棄の基準に係る主な検査対象事項の例（許可使用者及び

許可廃棄業者を対象とするもの、ただし下記ロを除く。）（規則第１９

条第１項） 
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a 気体状の放射性同位元素等を排気設備において、浄化し、又は排

気することにより廃棄するものとし、その場合には、下記の定め

るところにより行っていること（規則第１９条第１項第１号～第

３号） 
i. 規則第１４条の１１第１項第４号ハ（１）に該当する排気設

備において廃棄する場合は、排気口における排気中の放射性

同位元素の濃度を濃度限度（数量告示第１４条第３項）以下

にしていること（規則第１９条第１項第２号イ） 
ii. 規則第１４条の１１第１項第４号ハ（２）に該当する排気設

備において廃棄する場合は、濃度を監視し、事業所等の境界

の外の空気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度（数量告示

第１４条第３項）以下にしていること（規則第１９条第１項

第２号ロ） 
iii. 排気設備に付着した放射性同位元素等を除去するときは、敷

物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がり

を防止するための施設又は器具及び保護具を用いること（規

則第１９条第１項第３号） 
b 液体状の放射性同位元素等は、下記ⅰ.～ⅳ.のいずれかの方法に

より廃棄していること（規則第１９条第１項第４号～第１２号） 
i. 排水設備において、浄化し、又は排水することにより行う場

合には（規則第１９条第１項第４号イ）、下記の定めるところ

により行っていること 
一. 規則第１４条の１１第１項第５号イ（１）に該当する排

水設備において廃棄する場合は、排水口における排液中

の放射性同位元素の濃度を濃度限度（数量告示第１４条

第３項）以下にしていること（規則第１９条第１項第５

号イ） 
二. 規則第１４条の１１第１項第５号イ（２）に該当する排

水設備において廃棄する場合は、濃度を監視し、事業所

等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度

限度（数量告示第１４条第３項）以下にしていること（規

則第１９条第１項第５号ロ） 
三. 排液処理を行う場合又は排水設備の放射性同位元素等を

除去するときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位

元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具

及び保護具を用いること（規則第１９条第１項第６号） 
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ii. 容器に封入し、又は固型化処理設備において固型化材料によ

り容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄するこ

と（規則第１９条第１項第４号ロ） 
一. 液体状の放射性同位元素等を封入する容器は、液体がこ

ぼれにくい構造で、液体が浸透しにくい材料を用いてい

ること（規則第１９条第１項第７号イ及びロ） 
二. 液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設

備に保管廃棄する場合であって、容器にき裂、破損等の

事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その

他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための

施設又は器具及び保護具を用いることにより放射性同位

元素による汚染の広がりを防止すること（規則第１９条

第１項第８号） 
三. 液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、

固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器

が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止でき

るものとすること（規則第１９条第１項第９号） 
四. 液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、

廃棄作業室において行うこと（規則第１９条第１項第１

０号） 
iii. 焼却炉において焼却する方法により廃棄する場合において

は（規則第１９条第１項第４号ハ）、焼却後にその残渣を焼却

炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと（規則

第１９条第１項第１１号） 
iv. 固型化処理設備において固型化材料により固型化する方法

で廃棄する場合においては（規則第１９条第１項第４号二）、

液体状の放射性同位元素等を固型化する作業は廃棄作業室

において行うこと（規則第１９条第１項第１２号） 
c 固体状の放射性同位元素等の廃棄を下記ⅰ.～ⅳ.のいずれかによ

り行う（規則第１９条第１項第１３号イ～二） 
i. 焼却炉において焼却する。この方法により廃棄する場合にお

いては、固体状の放射性同位元素等を焼却後にその残渣を焼

却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと（規則

第１９条第１項第１３号イ及び同条同項第１４号） 
ii. 容器に封入し、又は固型化処理設備において固型化材料によ

り容器に固型化して保管廃棄設備に保管廃棄すること（規則
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第１９条第１項第１３号ロ及び同条同項第１５号） 
一. 固体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固

型化した固体状の放射性同位元素等と一体化した容器が

固体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できる

ものとすること 
二. 固体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃

棄作業室において行うこと 
iii. 放射性汚染物が大型機械等であって、これを容器に入れるこ

とが著しく困難な場合には、汚染の広がりを防止するための

特別の措置を講じた上で保管廃棄設備において保管廃棄する

こと（規則第１９条第１項第１３号ハ） 
iv. 陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、これ以外の

物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電

子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が１を下回ることが

確実な期間（７日間）を超えるまでは管理区域内で保管廃棄す

ること（規則第１９条第１項第１３号ニ及び同条同項第１６

号並びに数量告示第１６条の３） 
d 使用の基準である規則第１５条第１項第３号、第４号～第１０号、

第１１号及び第１２号の規定を準用していること（規則第１９条

第１項本文） 
e 許可使用者が、規則第１５条第２項の適用を受ける場合は、規則

第１９条第１項第１号～第１２号の規定は適用されない（規則第

１９条第２項）。 
ロ 事業所等内廃棄に係る基準に係る主な検査対象事項の例（許可廃棄業

者の詰替えに係るものに限る。）（規則第１９条第３項） 
a 放射性同位元素等の詰替えを廃棄物詰替施設で行うこと（規則第

１９条第３項第１号） 
b 密封された放射性同位元素等を密封されたままで詰替えする場

合は、下記の状態において行い、敷物、受皿、吸収材その他放射

性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具

を用いること（規則第１９条第３項第２号） 
i. 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれがな

いこと（規則第１９条第３項第２号イ） 
ii. 密封された放射性同位元素等が漏えい、浸透等により散逸し

て汚染するおそれのないこと（規則第１９条第３項第２号ロ） 
c 廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に放射線障害防止に必要
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な注意事項を掲示すること（規則第１９条第３項第３号） 
d 使用の基準である規則第１５条第１項第１号の２、第３号、第４

号～第１０号及び第１２号の規定を準用していること（規則第１

９条第３項本文） 
ハ 事業所等内廃棄に係る基準に係る主な検査対象事項の例（届出使用者

を対象とするもの）（規則第１９条第４項） 
a 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃

棄は、容器に封入し、一定の区画された廃棄の場所で放射線障害

の発生を防止するための措置を講じた上で行うこと（規則第１９

条第４項第１号） 
b 容器及び管理区域には別表第１の定めるところによる標識を付

ける（規則第１９条第４項第２号） 
c 使用の基準である規則第１５条第１項第３号、第１０号、第１１

号及び第１２号の規定を準用していること（規則第１９条第４項

本文） 
ニ 事業所等外廃棄に係る基準に係る主な検査対象事項の例（許可届出使

用者及び許可廃棄業者を対象とするもの）（規則第１９条第５項） 
a 放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委

託し、又は許可廃棄業者に廃棄を委託していること（規則第１９

条第５項第１号） 
b 放射性汚染物を廃棄する場合には、放射性汚染物に含まれる放射

性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管

廃棄を委託し、又は許可廃棄業者に廃棄を委託していること（規

則第１９条第５項第２号） 
c 廃棄に従事する者（放射線業務従事者を除く。）の線量が実効線

量限度（数量告示第５条）及び等価線量限度（数量告示第６条）

を超えていないこと（規則第１９条第５項第３号及び数量告示告

第１７条） 
d 放射線業務従事者の線量が、実効線量限度（数量告示第５条）及

び等価線量限度（数量告示第６条）を超えていないこと（規則第

１９条第５項本文に基づく規則第１５条第１項第３号の準用） 
ホ 放射性同位元素又は放射性汚染物を廃棄する届出販売業者又は届出

賃貸業者の廃棄に係る主な検査対象事項の例（法第１９条第４項） 
 許可届出使用者又は許可廃棄業者に廃棄を委託していること 

ヘ 表示付認証機器等を廃棄しようとする者（許可届出使用者又は許可廃

棄業者であるものを除く。）の廃棄に係る主な検査対象事項の例（法
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第１９条第５項） 
 許可届出使用者又は許可廃棄業者に廃棄を委託していること 

（３）検査手法等 
① （１）（行為基準の遵守のための組織体制・手順の確立及びその実施）に

係る検査手法等 
イ 行為基準の遵守のための組織体制・手順が明らかになっていること

の確認 
許可届出使用者は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に

関すること（規則第２１条第１項第４号）について、許可届出使用

者、許可廃棄業者、届出販売業者（表示付認証機器等のみを販売す

る者を除く。）及び届出賃貸業者（表示付認証機器等のみを賃貸する

者を除く。）は、放射性同位元素等の保管又は廃棄に関すること（規

則第２１条第１項第５号）について、それぞれ放射線障害予防規程

に定めることが求められている。この点につき、放射線障害予防規

程ガイド４－１）、４－２）、４－３）、５－１）、５－３）及び５－

５）は、使用、保管及び廃棄に関する責任者並びにその方法等を、

使用者等が規則第２１条第１項第４号及び第５号に基づき、使用、

保管及び廃棄に関する事項を放射線障害予防規程に定める際の具体

的な例として示している。このため、立入検査を行う際には、事前

に、放射線障害予防規程の内容を把握しておくものとする。 
立入検査においては、行為基準の遵守のための組織体制・手順が

明らかになっていることについて、具体的事項が放射線障害予防規

程の下部規程又は内規等に定められている場合にはその内容を確認

することにより、また、必要な場合は関係者に聴取することにより

確認する。 
ロ あらかじめ定められた手順に従い、使用、保管及び廃棄が行われて

いることの確認 
使用、保管及び廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１

号ハ～リ、ル～ワ、同条同項第２号ニ～ト並びに同条同項第３号ハ

～ホ及びト）又はその他の記録がある場合は、それらの記録の内容

を確認するほか、必要な場合には、関係者に対して聴取をすること

により、上記イで確認した組織体制の下で、使用者等があらかじめ

定めた手順に従って使用、保管及び廃棄の各行為を行っていること

を確認する。 
② （２）（個別の行為基準等の遵守状況の確認）に係る検査手法等 

以下においては、それぞれの行為基準の遵守について立入検査を行う
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際の検査手法及び留意事項として主なものを例示する。なお、行為基準

は、施設基準と密接に関連するため、行為基準の遵守状況の検査は、第

２章の施設基準適合義務の遵守状況の検査内容を踏まえて行うことに

留意する。 
1） 使用の基準の遵守に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）①イ及びロ（使用の場所の遵守）について 

 検査を行う前に、検査対象者が、密封された放射性同位元素を

使用する届出使用者（上記（２）①イ a）又は法第１０条第６項

の規定に基づく一時的な使用の場所の変更に係る届出を行って

いる者（上記（２）①イ b）に該当する者であるかを確認してお

く。 
 使用施設及び作業室の場所を、第２章Ⅱ．（２）②１）の使用施

設の施設基準適合義務の遵守状況の検査を行う過程において把

握する。 
 使用の場所に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ホ）、

関係者への聴取及び現場の巡視等により、申請書に記載された

使用施設又は作業室において使用が行われていることを確認す

る。 
ロ （２）①ハ（密封された放射性同位元素の使用における密封の維持）

について 
 例えば、密封線源のカプセルの仕様書等の確認又は密封線源の

取扱方法を関係者に聴取すること等により密封線源の密封の状

態を把握する。 
 密封の状態が損なわれていないかについては、測定の記録（規

則第２０条第４項）に大きな変動がないかが参考になる場合も

ある。 
ハ （２）①ニ（放射線業務従事者の線量限度の遵守）について 

 放射線業務従事者の線量限度の遵守の確認は、現場の巡視又は

関係者への聴取により遮蔽に係る施設基準適合（第２章Ⅱ．（２）

②１）ハ）を確認する際に併せて確認する。 
 管理区域への立入時間の記載がある場合は、その内容を参考に

し、被ばく時間の短縮化が図られていることを確認する。 
 線量限度の遵守については、測定の結果の記録（規則第２０条第

４項）及び健康診断の結果の記録（規則第２２条第２項第１号）

を参考にして確認する。 
ニ （２）①ホ（インターロックを設けた使用室における脱出措置等の
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実施）について 
 インターロックの施設基準への適合性（第２章Ⅱ．（２）②１）

ト）を確認する際に併せて、関係者への聴取又は必要な場合には、

現場で扉の開閉操作をすること等により、規則第１５条第１項

第３号の２に定める脱出措置等を実施することができるように

なっていることを確認する。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等が、規則第１５条第１

項第３号の２に定める脱出措置等の具体的な実施手順を定めて

いる場合は、その内容を確認する。 
ホ （２）①ヘ（空気中濃度限度の遵守）及びチ（表面密度限度の遵守）

について 
 作業室内の空気中濃度限度遵守の確認は、排気設備の施設基準

への適合性（第２章Ⅱ．（２）②３）ニ）の確認と併せて行う。

作業室内の空気中濃度について測定した記録がある場合は、そ

の内容を参考にして確認する。 
 表面密度については、点検の記録（規則第２４条第１項第１号

ヨ及び第３号ト）及び汚染の状況の測定の記録（規則第２０条

第４項第４号）等の内容を参考にし、表面密度限度を超えるよ

うな汚染がなかったかを確認する。 
ヘ （２）①ト（作業室内での飲食及び喫煙の禁止）について 

 現場の巡視及び関係者への聴取等により、作業室内での飲食及

び喫煙の禁止が遵守されていること（例えば、作業室の机上に

ペットボトル、コップ及び灰皿等の飲食及び喫煙に関連する物

品が置かれていないこと）を確認する。 
ト （２）①リ（作業室内での作業衣等の着用等） 

 放射線障害予防規程又はその下部規程等に作業衣等の着用に係

る規定が定められている場合には、その内容及び遵守状況を確

認する。 
 現場を巡視し、作業衣等が用意されていること及び作業室の出

入りの際に、作業衣等の着脱が実施されていることを確認する。 
チ （２）①ヌ（作業室からの退出時の汚染検査等）について 

 放射線障害予防規程又はその下部規程等に作業室からの退出時

の汚染の検査及び汚染の除去に係る方法及び手順が定められて

いる場合には、その内容及び遵守状況を確認する。 
 現場を巡視し、作業室の出入口付近に汚染検査を行うために必

要な放射線測定器が配備されていることを確認する。 
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 現場の巡視及び関係者への聴取等により、汚染の検査及び汚染

の除去を行っている場所（汚染検査室を設けている場合には、

同室において、汚染の検査及び汚染の除去を行っていることが

一般的である。）とその実施状況を確認する。 
 関係者への聴取、汚染の状況の測定の記録（規則第２０条第４

項第４号）により、表面密度限度を超える汚染を生じ、その汚染

を容易に除去できない場合がなかったかを確認する。 
リ （２）①ル（作業室からの持ち出し制限）及びヲ（管理区域からの

持ち出し制限）について 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等において、それぞれの

持ち出し基準（作業室については表面密度限度、管理区域につ

いては表面密度限度の 1/10）を超えていないことを確認する具

体的方法及び手順が定められている場合には、その内容及び実

施状況を確認する。 
 現場を巡視し、作業室及び管理区域の出入口付近に、汚染検査

を行うための放射線測定器が配備されていることを確認する。 
 関係者への聴取等により、持ち出し基準を超えたものが、みだ

りに作業室及び管理区域から持ち出されていないことを確認す

る。 
ヌ （２）①ワ（陽電子断層撮影用放射性同位元素等の管理区域からの

持ち出し制限）について 
 検査の前に、検査の対象となる者が、陽電子断層撮影用放射性

同位元素を人以外の生物に投与した場合におけるその当該生物

及びその排出物を管理区域から持ち出すことにつき、許可を得

ている者であるかを確認しておく。 
 施設の点検の記録（規則第２４条第１項第１号ヨ）又は関係者

への聴取の内容を参考にし、許可を受けた不純物を除去する機

能を備えた装置について、その機能の点検が行われていること

を確認する（なお、この点検は、規則第１５条第１項第１０号の

２に基づき、装置の改造等の都度及び１年を超えない期間ごと

に行うこととされている。）。 
 関係者への聴取、使用の数量に係る帳簿の記録（規則第２４条

第１項第１号ハ）の内容により、陽電子断層撮影用放射性同位

元素の一日最大使用数量が許可を受けた範囲内になっているこ

とを確認する。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等に、陽電子断層撮影用
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放射性同位元素を投与した生物及びその排出物にこれ以外の物

が混入・付着することを防止し、７日間を超えて保管すること

を確保するための具体的方法及び手順が定められていることを

確認するとともに、関係者への聴取等により、確認した方法及

び手続に反する持ち出しを行っていないことを確認する。 
ル （２）①カ（放射性同位元素の脱落防止装置の装備）について 

 検査の前に、検査の対象となる者が、法第１０条第６項の規定に

基づく届出を行っている者であるかを確認しておく。 
 下記の点について確認するほか、必要な場合は、関係者への聴取

等により、使用時において脱落防止装置が装備されていること

を確認する。 
 法第１０条第６項の規定に基づく届出の「放射性同位元素が

機器に装備されている場合には、その機器の種類、型式及び

性能」の欄に記載された内容 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等に脱落防止装置の

装備に係る手順について記載がある場合は、その内容と遵守

状況 
ヲ （２）①ヨ（放射線取扱主任者免状等を有する者の指示）について 

 検査の前に、検査の対象となる者が、法第１０条第６項の規定に

基づく届出を行っている者であるかを確認しておく。 
 関係者への聴取のほか、指示に係る記録がある場合は、その内容

を確認することにより、法第１０条第６項の規定に基づく届出

の「有資格者の氏名、免状の交付年月日及び番号」の欄に記載さ

れた者が指示を行ったことを確認する。 
ワ （２）①タ（注意事項の掲示）について 

 現場を巡視し、注意事項の掲示が行われていることを確認する。

そのほか、掲示が視認性を妨げる箇所に付けられていないこと

や、退色により判読困難な状態になっていないことを確認する。 
カ （２）①レ（管理区域への立入制限等）について 

 管理区域に人がみだりに立ち入らないような措置については、

第２章Ⅱ．（２）１）リの管理区域に係る施設基準適合義務の遵

守状況を検査する過程において、柵やチェーン等を設置する措

置がとられていることを確認する。 
 放射線業務従事者以外の者が立ち入る際に放射線業務従事者の

行うべき指示については、放射線障害予防規程又はその下部規

程等に具体的な内容が定められている場合は、その内容を確認
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するものとするほか、関係者への聴取等により、その実施状況を

確認する。 
ヨ （２）①ソ（届出使用者等の管理区域の標識）について 

 届出使用者の使用に係る管理区域の標識については、現場を巡

視し、届出書の「管理区域」の「標識を付ける箇所」の欄の記載

内容と照合して確認する。 
 許可使用者の法第１０条第６項の規定に基づく使用の場所の一

時的変更については、検査の前に、検査の対象となる者が、同規

定に基づく届出を行っている者であるかを確認しておく。 
 使用の場所に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ホ）の

内容を確認し、これが、許可使用者の第１０条第６項の規定に基

づく届出書に記載された「一時的に使用する場所」と一致するこ

とを確認する。 
 許可使用者が使用の場所を一時的に変更して使用する場合の管

理区域の標識については、例えば、規則第１５条第１項第１０号

の３に基づき使用に係る指示を行った放射線取扱主任者免状を

有する者その他の関係者への聴取等により、管理区域に所定の

標識が付けられていたことを確認する。 
タ （２）①ツ（密封された放射性同位元素を移動させて使用した後の

点検等）について 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等に、移動させて使用し

た後の点検等の手順について記載がある場合は、その内容を確

認する。 
 点検等を行った事実及び日時について記載した記録がある場合

は、その内容を確認するほか、関係者に聴取することにより、使

用後直ちに点検等が行われたことを確認する。放射線障害予防

規程又はその下部規程等に点検等の手順が定められている場合

は、その手順に従って点検等が実施されたかについても併せて

確認する。 
レ （２）①ネ（許可使用者による下限数量以下の非密封の放射性同位

元素の管理区域外での使用に係る制限）について 
 検査の前に、検査の対象となる者が、申請書の記載（様式第一中

別紙様式イの二）を確認し、管理区域の外で、非密封の放射性同

位元素の使用をすることにつき許可を得ている者であることを

確認しておく。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等において、管理区域外
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において非密封の放射性同位元素の使用をする場合、その総量

が、１日につき下限数量を超えないことを確認する方法及び管

理区域外での取扱方法が定められていることを確認する。 
 管理区域外における使用に係る帳簿の記録（規則第２４条第１

項第１号ハ～ヘ）を確認することにより、管理区域外で使用する

非密封の放射性同位元素の種類、数量、使用の目的、使用の方法

及び使用の場所が申請書の記載と一致することを確認する。 
ソ （２）①ナ（規則第１５条第３項に定める作業を行う際に、汚染の

広がりの防止及び汚染の除去を行うこと）について 
 規則第１５条第３項に定める作業について、放射線障害予防規

程又はその下部規程等に手順を定めている場合は、その内容を

確認するほか、必要に応じ、当該作業の具体的な実施の手順等を

関係者に聴取する。 
 規則第１５条第１項第１号（ただし書を除く。）、第３号、第５号、

第７号、第８号、第１０号、第１１号及び第１２号の準用につい

ては、上記イ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ワ及びカと同様である。 
2） 保管の基準等の遵守に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）②イ（保管場所）について 

 検査の前に、検査の対象となる者が、法第１０条第６項の規定に

基づく届出を行っている許可使用者であるかを確認しておき、

届出が行われている場合は、届出に記載されている「一時的に使

用する場所」を把握しておく。なお、法第１０条第６項の規定に

基づく届出を行い、密封された放射性同位元素を「一時的に使用

する場所」で使用している場合には、当該使用の場所が、貯蔵施

設に含まれることとなる（規則第１７条第１項第１号かっこ書

参照）。 
 貯蔵室、貯蔵箱及び貯蔵施設の場所は、第２章Ⅱ．（２）②２）

の貯蔵施設の施設基準適合義務の遵守状況を検査する過程にお

いて把握する。 
 保管の場所に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号チ）、

関係者への聴取及び現場の巡視等により、保管が所定の場所で

行われていることを把握する。 
ロ （２）②ロ（貯蔵能力の範囲内での貯蔵）について 

 貯蔵能力については、申請書等の記載をあらかじめ確認してお

く。 
 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量に係る帳簿の記録
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（規則第２４条第１項第１号ト）により、放射性同位元素の種類

ごとの貯蔵の量を確認する。 
 貯蔵能力を超えていないことを確認するための具体的な方法・

手順が放射線障害予防規程又はその下部規程等に定められてい

る場合は、その内容を確認するほか、必要に応じ、関係者への聴

取等により、貯蔵能力を超えていないことが遵守されているこ

とを確認する。 
ハ （２）②ハ（放射線業務従事者の線量限度の遵守）について 

 上記１）ハと同様である。 
ニ （２）②ニ（保管中における持ち運び制限措置）について 

 現場を巡視し、貯蔵箱及び耐火性の構造の容器を、例えば、チェ

ーン又はボルト等により固定する等の措置がとられていること

を確認する。 
ホ （２）②ホ（空気中濃度限度の遵守）及びト（表面密度限度の遵守）

について 
 上記１）ホと同様である。 

ヘ （２）②ヘ（飲食及び喫煙の禁止）について 
 上記１）ヘと同様である。 

ト （２）②チ（放射化物保管設備における保管）について 
 第２章Ⅱ．（２）②１）チ（放射化物保管設備）の施設基準適合

に係る検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 現場の巡視又は関係者への聴取等により、上記（２）②チ a 又

は b の方法で保管され、かつ、放射化物保管設備において保管

すべき物と保管廃棄設備において保管廃棄すべき物が明確に区

別されていることを確認する。 
 上記（２）②チ b の「特別の措置」を講じている場合は、現場の

巡視又は関係者への聴取等により、どのような措置をとってい

るのかを確認する。 
チ （２）②リ（管理区域からの持ち出し制限）について 

 上記１）リと同様である。 
リ （２）②ヌ（注意事項の掲示）について 

 上記１）ワと同様である。 
ヌ （２）②ル（管理区域への立入制限等）について 

 上記１）カと同様である。 
ル （２）②ヲ（届出販売業者及び届出賃貸業者による保管の委託）に

ついて 
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 保管の委託に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第２号二及

びホ）の確認、現場の巡視及び関係者への聴取等により、許可届

出使用者に委託したことを確認する。 
3） 廃棄の基準等の遵守に係る主な検査手法及び留意事項の例 
イ （２）③イ（許可使用者及び許可廃棄業者の事業所等内廃棄）につ

いて 
（気体状の放射性同位元素等の廃棄について） 
 第２章Ⅱ．（２）②３）ニ（排気設備）の施設基準適合に係る検

査と併せて上記（２）③イ a の行為基準（気体状の放射性同位

元素等の廃棄）の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及び

第３号ト）の内容を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、排気設備において、浄化し、又は排気することによ

り廃棄していることを確認する。 
 濃度限度の遵守については、測定の結果の記録（規則第２０条第

４項）及び健康診断の結果の記録（規則第２２条第２項第１号）

の内容を参考にする。 
 汚染の広がりを防止するための措置については、放射線障害予

防規程又はその下部規程等において、排気設備のフィルター等

に付着した放射性同位元素等の除去・交換を行う際に用意すべ

き器具・保護具等（例えば、保護マスク、ゴム手袋及び防護衣等）

が定められている場合はその内容を確認し、現場の巡視及び関

係者への聴取により、その配備状況と実施状況を確認する。 
（液体状の放射性同位元素等の廃棄について） 

 第２章Ⅱ．（２）②３）ホ（排水設備）の施設基準適合に係る検

査と併せて上記（２）③イ b の行為基準（液体状の放射性同位

元素等の廃棄）の遵守状況を確認する。 
 濃度限度の遵守については、測定の結果の記録（規則第２０条第

４項）及び健康診断の結果の記録（規則第２２条第２項第１号）

の内容を参考にする。 
 排水設備における浄化方法（上記（２）③イ bⅰ.）について 

 浄化方法には、貯留法、希釈法、イオン交換法、集積沈殿法

及びろ過法等の種々の方法がある。現場の巡視及び関係者へ

の聴取等により、具体的にどのような方法がとられているの

かを把握する。 
 汚染の広がりを防止するための措置については、放射線障害
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予防規程又はその下部規程等において放射性同位元素等の

除去を行う際に用意すべき器具・保護具等が定められている

場合は、その内容を確認し、現場の巡視及び関係者への聴取

により、その配備状況と実施状況を確認する。 
 保管廃棄設備における保管廃棄（上記（２）③イ bⅱ.）について 

 第２章Ⅱ．（２）②３）チ（保管廃棄設備）の施設基準適合

に係る検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、保管廃棄の状況を確認する。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等の内容の確認、現場

の巡視又は関係者への聴取等により、保管廃棄及び汚染の広

がりを防止するための手順及び管理状況を確認する。 
 現場の巡視又は関係者への聴取等により、保管廃棄設備にお

ける保管廃棄と放射化物保管設備における保管が明確に区

別されているかどうかにも留意する。 
 焼却炉において焼却する方法による廃棄（上記（２）③イ bⅲ.）
について 
 第２章Ⅱ．（２）②３）ヘ（焼却炉）の施設基準適合に係る

検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、焼却炉の状況を確認する。 
 焼却後の残渣の搬出作業が廃棄作業室において行われてい

るかについては、放射線障害予防規程又はその下部規程等に

焼却炉の操作手順及び管理体制について記載がある場合は

その内容を確認するほか、現場の巡視又は関係者への聴取等

により、その実施状況を確認する。 
 焼却による廃棄が、申請書の「焼却物の種類」及び「焼却の

方法」の欄に記載された内容に合致するものとなっているか

にも留意する。 
 固型化処理設備において固型化する方法による廃棄（上記（２）

③イ bⅳ.）について 
 第２章Ⅱ．（２）②３）ト（固型化処理設備）の施設基準適

合に係る検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及



 

- 52 - 
 

び第３号ト）を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、固型化処理設備における固型化作業の状況を確

認する。 
 固型化の作業が廃棄作業室において行われているかについ

ては、放射線障害予防規程又はその下部規程等に固型化処理

設備の操作手順及び管理体制について記載がある場合はそ

の内容を確認するほか、現場の巡視又は関係者への聴取等に

より、その実施状況を確認する。 
（固体状の放射性同位元素等の廃棄について） 

 焼却炉において焼却して廃棄すること（上記（２）③イ cⅰ.）

について 
 第２章Ⅱ．（２）②３）ヘ（焼却炉）の施設基準適合に係る

検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、焼却炉における焼却の状況を確認する。 
 焼却後の残渣の搬出作業が廃棄作業室において行われてい

るかについては、放射線障害予防規程又はその下部規程等に

焼却炉の操作手順及び管理体制について記載がある場合は、

その内容を確認するほか、現場の巡視又は関係者への聴取等

により、その実施状況を確認する。 
 焼却による廃棄が、申請書の「焼却物の種類」及び「焼却の

方法」の欄に記載された内容と合致するものとなっているか

にも留意する。 
 容器に封入し、又は固型化処理設備において固型化して保管廃

棄設備において保管廃棄すること（上記（２）③イ cⅱ.）につい

て 
 第２章Ⅱ．（２）②３）ト（固型化処理設備）及びチ（保管

廃棄設備）の施設基準適合に係る検査と併せてこの行為基準

の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）を参考にするほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、固型化処理設備における固型化作業の状況を確

認する。 
 固型化する作業が廃棄作業室で行われているかについては、

放射線障害予防規程又はその下部規程等に固型化処理設備
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の操作手順及び管理体制について記載がある場合は、その内

容の確認をするほか、現場の巡視又は関係者への聴取等によ

り、その実施状況を確認する。 
 大型機械等の放射化物の汚染の広がりを防止するための特別の

措置（上記（２）③イ cⅲ.）について 
 第２章Ⅱ．（２）②３）チ（保管廃棄設備）の施設基準適合

に係る検査と併せてこの行為基準の遵守状況を確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）の内容を確認する。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等に「特別の措置」に

係る手順について記載がある場合は、その内容を確認するほ

か、その手順に従って実施されていることを確認する。 
 現場の巡視又は関係者への聴取等により、「特別の措置」と

してどのような措置を講じているかを確認し、保管廃棄設備

において保管廃棄していることを確認する。 
 陽電子断層撮影用放射性同位元素等の保管廃棄（上記（２）③イ

cⅳ.）について 
 現場の巡視又は関係者への聴取により、陽電子断層撮影用放

射性同位元素等以外の物の混入・付着を防ぐための封及び表

示が行われていることを確認する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ）

の内容を確認する。 
 放射線障害予防規程又はその下部規程等に、陽電子断層撮影

用放射性同位元素等にこれ以外の物が混入・付着することを

防止し、７日間を超えるまで管理区域内で保管廃棄するため

の具体的方法及び手順が定められていることを確認し、関係

者への聴取等により、確認した方法及び手続に反する保管廃

棄が行われていないことを確認する。 
 使用の基準の準用（上記（２）③イ d）について 

 使用の基準である規則第１５条第１項第３号、第４号～第１

０号、第１１号及び第１２号の準用については、上記１）ハ、

ホ、ヘ、ト、チ、リ、ワ及びカと同様である。 
ロ （２）③ロ（許可廃棄業者の詰替えに係る事業所等内廃棄）につい

て 
 廃棄物詰替施設の場所は、第２章Ⅱ．（２）②４）の廃棄物詰替

施設の施設基準適合義務の遵守状況を検査する過程において把
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握する。 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第３号ト）の確認、

関係者への聴取及び現場の巡視等により、廃棄物詰替施設以外

の場所で詰替えが行われていないことを確認する。 
 密封された放射性同位元素等の密封された状態での詰替えにつ

いては、放射線障害予防規程又はその下部規程等に詰替えの手

順について記載がある場合はその内容を確認するほか、現場の

巡視又は関係者への聴取により詰替えの実態を把握する。 
 開封、破損、漏えい及び散逸等がないことの確認については、測

定の記録（規則第２０条第４項）が参考になる場合もある。 
 注意事項の掲示の確認は、上記１）ワと同様である。 
 使用の基準である規則第１５条第１項第１号の２、第３号及び

第４号～第１０号及び第１２号の準用については、上記１）イ、

ハ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びカと同様である。 
ハ （２）③ハ（届出使用者の事業所等内廃棄）について 

 一定の区画された廃棄の場所における廃棄等（上記（２）③ハ a）
について 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ）、

現場の巡視及び関係者への聴取等を行い確認する。 
 標識の設置（上記（２）③ハ b）について 

 現場を巡視し、標識の付けられた位置が、届出の記載と一致

することを確認する。 
 使用の基準の準用（上記（２）③ハ c）について 

 使用の基準である規則第１５条第１項第３号、第１０号、第

１１号及び第１２号の準用については、上記１）ハ、リ、ワ

及びカと同様である。 
ニ （２）③ニ（許可使用者及び許可廃棄業者の事業所等外廃棄）につ

いて 
 上記（２）③ニ a 及び b（保管廃棄の委託及び廃棄の委託）につ

いて 
 廃棄に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第１号ル～ワ及

び第３号ト）の確認、現場の巡視及び関係者への聴取等によ

り、許可使用者への保管廃棄の委託又は許可廃棄業者への廃

棄の委託が行われたことを確認する。 
 放射性汚染物の廃棄をする場合に、保管廃棄の委託を受けた

許可使用者の許可証に、放射性汚染物に含まれる放射性同位
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元素の種類が記載されていることを確認する。その確認の際

には、検査対象者から保管廃棄の委託を受けた許可使用者の

許可証に、廃棄する放射性汚染物に含まれる放射性同位元素

の種類が記載されていることをどのようにして把握したの

かを関係者に聴取する。 
 上記（２）③ニ c 及び d（実効線量限度及び等価線量限度の遵

守）について 
 放射線業務従事者の線量については、上記１）ハと同様であ

る。 
 放射線業務従事者に該当しない管理区域に一時的に立ち入

る者については、外部被ばくによる実効線量又は内部被ばく

による実効線量が 100µSv を超えるおそれのない場合には

線量の測定が求められていない（規則第２０条第２項第１号

ホ及び第２号）。そのため、必ずしも測定の記録があるとは

限らないが、記録がある場合は、その記録を参考にするもの

とする。 
 放射線業務従事者に該当しない管理区域に一時的に立ち入

る者について、外部被ばくによる実効線量又は内部被ばくに

よる実効線量が 100µSv を超えるおそれがないと判断する

基準の考え方について、放射線障害予防規程又はその下部規

程等に記載がある場合はその内容を確認するほか、必要に応

じ、関係者への聴取により確認する。 
ホ （２）③ホ（届出販売業者又は届出賃貸業者の廃棄）及びヘ（表示

付認証機器等を廃棄しようとする者の廃棄）について 
 届出販売業者又は届出賃貸業者が行う放射性同位元素又は放射

性汚染物の廃棄の委託については、廃棄の委託に係る帳簿の記

録（規則第２４条第１項第２号ヘ及びト）の確認、現場の巡視又

は関係者への聴取により、許可届出使用者又は許可廃棄業者に

廃棄を委託していることを確認する。 
 表示付認証機器等を廃棄しようとする者（許可届出使用者又は

許可廃棄業者であるものを除く。）が行う廃棄の委託については、

記帳義務のある届出販売業者又は届出賃貸業者に対しては、廃

棄の委託に係る帳簿の記録（規則第２４条第１項第２号ヘ及び

ト）を確認し、それ以外の者については、自主的に記録をしてい

る場合は当該記録を確認するほか、現場の巡視又は関係者への

聴取により、許可届出使用者又は許可廃棄業者に廃棄を委託し
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ていることを確認する。 
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第２節 運搬の基準等を遵守する義務 

Ⅰ．運搬の基準等に係る法令の規定 
１．運搬の基準等を遵守する義務等（法第１７条及び法第１８条） 
（１）工場又は事業所において運搬する場合 

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚

染物（以下本節において「放射性同位元素等」という。）を工場又は事

業所（許可届出使用者にあっては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設

置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあっては廃棄物詰替施設、廃棄

物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下本節にお

いて「事業所等」という。）において運搬する場合には、原子力規制委

員会規則で定める技術上の基準（以下本節において「内運搬に係る技術

上の基準」という。）に従って放射線障害の防止のために必要な措置を

講じる義務を負う（法第１７条第１項）。 

 許可届出使用者及び許可廃棄業者による事業所等における放射性同

位元素等の運搬（以下本節において「事業所等内運搬」という。）に関

する措置が、内運搬に係る技術上の基準に適合していないと認められ

る場合には、原子力規制委員会は、放射線障害の防止に必要な措置等を

命ずることができる（法第１７条第２項）。 

（２）工場又は事業所の外において運搬する場合 

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並び

にこれらの者から運搬を委託された者（以下本節において「許可届出使

用者等」という。）は、放射性同位元素等を事業所等の外において運搬

する場合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。以下本節におい

て同じ1。以下本節において「事業所等外運搬」という。）には、原子力

規制委員会規則で定める技術上の基準（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、

自動車及び軽車両2による運搬については、運搬する物についての措置

のみ3。以下本節において「外運搬に係る技術上の基準」という。）に従

って放射線障害の防止のために必要な措置を講じる義務を負う（法第

１８条第１項）。 

                                            
1 放射性同位元素等を事業所等の外において、船舶で運搬する場合には、船舶安全法（昭和８

年法律第１１号）に基づく規制、また、航空機で運搬する場合には、航空法（昭和２７年法律第

２３１号）に基づく規制を受ける。 
2 軽車両とは道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）において「馬車、牛車、馬そり、荷

車、人力車、三輪自転車（側車付の二輪自転車を含む。）及びリヤカーをいう」としている。 
3 鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置のうち、運搬す

る物についての措置以外のものは、国土交通省令で定める技術上の基準に従って放射線障害防

止のために必要な措置を講じる義務を負う。 
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また、許可届出使用者等は、下記２．に示すＢＭ型輸送物及びＢＵ型

輸送物による運搬において、その運搬に関する措置が外運搬に係る技

術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会（法第１８条第

３項の承認（いわゆる容器承認）を受けた容器を用いて運搬するものに

ついては、原子力規制委員会の登録を受けた者）の確認（以下「運搬物

確認」という。）を受けなければならない4（法第１８条第２項）。 

許可届出使用者等による事業所等外運搬に関する措置が、外運搬に

係る技術上の基準に適合していないと認められる場合には、原子力規

制委員会は、放射線障害の防止に必要な措置等を命ずることができる

（法第１８条第４項）。 

 

２．遵守すべき運搬に係る技術上の基準等 
（１）放射性同位元素等の運搬に関する規制体系 

 放射性同位元素等の運搬は、運搬を行う場所及び運搬方法により、運

搬する物についての措置及び運搬方法についての措置に関する適用法

令が異なる。このうち、原子力規制委員会規則は、内運搬に係る技術上

の基準（下表破線囲み部分）及び外運搬に係る技術上の基準（下表太線

囲み部分）（以下本節において「技術基準」という。）を定めている。 

運搬を行う場所 
運搬方法 運搬する物に 

ついての措置※１ 

運搬方法に 

ついての措置※２ 

事業所等の内 

（事業所等内運搬） 
－ 

原子力規制委員会 

規則 

原子力規制委員会 

規則 

事業所等の外 

（事業所等外運搬） 

車両運搬※３ 
原子力規制委員会 

規則 
国土交通省令 

簡易運搬※４ 
原子力規制委員会 

規則 

原子力規制委員会 

規則 

※１：運搬する物について、運搬を行う放射性同位元素等、場所及び運搬方法の
区分に応じ、必要な要件に適合させるための措置をいう。 

※２：運搬に関し、運搬を行う放射性同位元素等、場所及び運搬方法の区分に応
じ、上記の「運搬する物についての措置」以外の必要な要件に適合させる
ための措置をいう。 

※３：事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両
による運搬をいう。 

※４：事業所等の外における車両による運搬以外の運搬をいい、人が徒歩により
運搬することなどが該当する。 

                                            
4 このほか、その運搬に関する措置が法第１８条第１項の技術上の基準に適合することについ

て、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置（運搬する物に

ついての措置を除く。）にあっては国土交通大臣（当該措置のうち国土交通省令で定めるものに

あっては、国土交通大臣の登録を受けた者）の確認（運搬方法確認）を受けなければならない。 
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（２）内運搬に係る技術上の基準 

内運搬に係る技術上の基準は、別記１の表（左欄）のとおり定められ

ている（規則第１８条第１項）。そのうち、放射性同位元素等を放射線

施設に係る管理区域内において運搬する場合には、規則第１８条第１

項第１号から第３号まで及び第６号から第９号までの内運搬に係る技

術上の基準の規定は適用されず（規則第１８条第３項）、放射性同位元

素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄

施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線

障害のおそれのない場合には、内運搬に係る技術上の基準の全ての規

定が適用されない（規則第１８条第４項）としている。 

また、許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬する物について下記

（３）に示す規則第１８条の３から第１８条の１３までの規定に、運搬

方法について放射性同位元素等車両運搬規則（昭和５２年運輸省令第

３３号）第３条から第１８条までの規定に従って放射線障害の防止の

ために必要な措置を講じた場合には、規則第１８条第１項の規定にか

かわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる

としている（規則第１８条第５項）。 

（３）外運搬に係る技術上の基準 

外運搬に係る技術上の基準は、運搬方法や運搬する放射性輸送物（放

射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以

下本節において同じ。）の種類等に応じ、以下のとおり定められている。 

① 車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準（規則第１８条の

２） 

車両運搬により運搬する物に係る外運搬に係る技術上の基準は、

規則第１８条の３から規則第１８条の１２までに定められている。 

イ 放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬（規則第１８

条の３） 

放射性同位元素等は、下表に示す放射性同位元素等の区分

に応じ、それぞれ掲げる種類の放射性輸送物として運搬しな

ければならない（規則第１８条の３第１項第１号から第３号）。 

放射性同位元素等の区分 

（規則第１８条の３第１項） 

放射性輸送物の種類 

一 危険性が極めて少ない放射性同位元素等と

して「放射性同位元素等の工場又は事業所の

外における運搬に関する技術上の基準に係る

細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告

Ｌ型輸送物 
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示第７号。以下本節において「外運搬告示」と

いう。）」第２条に規定されているもの 

二 外運搬告示第３条に規定する放射性同位元

素等の量（特別形放射性同位元素等※：Ａ１値、

特別形放射性同位元素等以外のもの：Ａ２値）

を超えない量の放射能を有する放射性同位元

素等（第一号に掲げるものを除く。）  

Ａ型輸送物 

三 前号で定める量を超える量の放射能を有す

る放射性同位元素等（第一号に掲げるものを

除く。）  

ＢＭ型輸送物又は 

ＢＵ型輸送物 

※：特別形放射性同位元素等とは、容易に散逸しない固体状の放射性同
位元素等又は放射性同位元素等を密封したカプセル（以下本節にお
いて「カプセル等」という。）であって、当該カプセル等の設計が外
運搬告示第２条第１項第１号の表上欄イ及びロに規定する基準に
適合していると原子力規制委員会が認めるもの又は外国の法令上
これと同様に取り扱われているものをいう。 
放射能の量としては、Ａ１値（外運搬告示別表第１から別表第４ま
で及び別表第６の第１欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分
に応じ、それぞれ当該各表の第２欄に掲げる数量（別表第２の第２
欄に掲げる数量にあっては、当該数量のうち原子力規制委員会が適
当と認める数量。）を用いる。 

上記にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等で

あって危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定める

もの（以下本節において「低比放射性同位元素」という。）及

び放射性同位元素によって表面が汚染された物であって危険

性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの（以下

本節において「表面汚染物」という。）は、原子力規制委員会

の定める区分に応じ、ＩＰ―１型輸送物、ＩＰ―２型輸送物又

はＩＰ―３型輸送物として運搬することができる（規則第１

８条の３第２項）。 

上記のＬ型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送

物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送

物は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ

規則第１８条の４から第１８条の１０までに規定する基準5に

                                            
5 Ｌ型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の４） 

Ａ型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の５） 
ＢＭ型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の６） 
ＢＵ型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の７） 
ＩＰ－１型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の８） 
ＩＰ－２型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の９） 
ＩＰ－３型輸送物に係る技術上の基準（規則第１８条の１０） 



 

- 61 - 
 

適合するものでなければならない（規則第１８条の３第３項）。

これらの基準を一覧としてまとめたものを別記２（左欄）に、

また、別記２においてＡ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送

物、ＩＰ－２型輸送物及びＩＰ－３型輸送物に係る原子力規

制委員会が定める試験条件を別記３に示す。 

ロ 放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び

表面汚染物の運搬（規則第１８条の１１） 

規則第１８条の１１に掲げる低比放射性同位元素及び表面

汚染物は、規則第１８条の３の規定にかかわらず、同条第１項

及び第２項に定める放射性輸送物としないで運搬することが

できる。 

ハ 特別措置による運搬（規則第１８条の１２） 

規則第１８条の３又は規則第１８条の１１の規定に従って

運搬することが著しく困難な場合であって、安全な運搬を確

保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらな

いで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承

認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬すること

ができる。この場合において、当該運搬する物の表面における

一センチメートル線量当量率の最大値が、十ミリシーベルト

毎時を超えてはならない。 

② 簡易運搬に係る技術上の基準（規則第１８条の１３） 

簡易運搬時の外運搬に係る技術上の基準は、規則第１８条の３

から第１８条の１２までに定めるもののほか、規則第１８条の１

３に定めるところとしている。規則第１８条の１３に定める技術

上の基準についての説明は省略する。 

（４）許可取消使用者等の技術基準 

許可取消使用者等は、廃止措置を完了するまでの間は、法第２８条第

７項の規定により、法第１７条（運搬の基準）及び法第１８条（運搬に

関する確認等）を遵守しなくてはならない。 

（５）表示付認証機器又は表示付特定認証機器の運搬に係る特例 

許可届出使用者等が表示付認証機器又は表示付特定認証機器（以下

本節において「表示付認証機器等」という。）を当該表示付認証機器等

に係る認証条件に従った運搬を行う場合において、事業所等における

運搬については、法第１７条の規定（内運搬に係る技術上の基準に従っ

て措置を講じる義務）は適用されないとしている（法第２５条の２第１

項）。 



 

- 62 - 
 

また、事業所等の外における車両運搬については、法第１８条第１項

の運搬する物に関する規定（外運搬に係る技術上の基準に従って、運搬

する物についての措置を講じる義務）は適用されないとされ（法第２５

条の２第２項）ており、国土交通省令の適用のみを受ける。なお、表示

付認証機器使用者を含む許可届出使用者等以外の者が、表示付認証機

器等を当該表示付認証機器等に係る認証条件に従った事業所等におけ

る運搬及び事業所等の外における車両運搬を行う場合についても上記

と同様としている（法第２５条の２第１項及び第３項）。 

 

３．運搬に係る事項等を放射線障害予防規程に定め、届け出る義務（法第２１

条第１項及び規則第２１条第１項第５号） 

許可届出使用者、届出販売業者（表示付認証機器等のみを販売する者を除

く。）、届出賃貸業者（表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。）及び許

可廃棄業者に対しては、放射性同位元素等の運搬に関する事項等を放射線

障害予防規程に定め、届け出る義務が課されている。 

 

Ⅱ.技術基準の遵守状況等に係る立入検査対象事項及び検査手法 
 許可届出使用者等が、放射性同位元素等の運搬において、技術基準に従って放

射線障害の防止のために必要な措置を講じていること及び運搬作業者の被ばく

管理等が適切に行われていることを確認するため、その検査対象事項及び検査

手法を下記１．から３．までに示す。 

１．内運搬に係る技術上の基準の遵守状況等の確認に係る検査事項 
（１）事業所等内運搬に係る組織体制が構築されていること 

① 事業所等内運搬に係る責任者及び組織体制が放射線障害予防規程

又はその下部規程等に定められていること。 

② 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等内運搬

に係る責任者及び組織体制が、放射線障害予防規程等に定められ

たとおり、実際に確保されていること。 

【検査における主な視点等の例】 

事業所等内運搬の実施状況等を聴取し、その実態等に即した組

織体制が確保され、また、責任者が明らかにされていることを確

認する。 

（２）事業所等内運搬を、内運搬に係る技術上の基準に適合して行っているこ

と 

① 事業所等内運搬を行うために必要な事業所等内の手続及び手順が

放射線障害予防規程又はその下部規程等に定められていること。 
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② 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等内運搬

に係る事業所等内の手続が取られていること。 

③ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等内運搬

の手順に従い、内運搬に係る技術上の基準に適合した運搬が行わ

れていること。 

【検査における主な視点等の例】 

事業所等内における手続は、事業所等内運搬を組織的に管理

するため、立案、計画、承認、実施、報告、確認等の運搬に係る

一連の段階について制定するものであり、それらの手続を通じ

た管理の状況を確認する。その際、必要に応じて、当該事業所等

内における手続に基づき作成される業務連絡書、運搬計画書、運

搬指示・承認書、運搬報告書等の関係書類を確認する。 

事業所等内運搬の手順は、上記の手続と相まって運搬を行う

際に必要な事業所等における手順及び内運搬に係る技術上の基

準に適合した運搬とするために必要な手順であり、それらが組

織的に定められていることを確認するとともに、事業所等内運

搬が内運搬に係る技術上の基準に従って行われていることを確

認する。その際、必要に応じて、定められた手順に基づき実施さ

れる、チェックリストの運用、発送前の点検、解析による評価等

の実施結果に係る記録や運搬に係る帳簿の記録等の関係書類を

確認する。 

上記のほか、運搬の状況等を実地に確認する場合を含め、検査

対象事項及び検査における主な視点等については、別記１に示

す。 

 

２．外運搬に係る技術上の基準の遵守状況等の確認に係る検査事項 
（１）事業所等外運搬に係る作業工程とその分担の状況 

事業所等外運搬は、車両により行われることが一般的であるが、その

一連の作業工程は下記①から⑤までに示す作業工程に分類される。 

① 放射性同位元素等を容器に収納し、又は包装する等の外運搬に

係る技術上の基準に適合するための措置 

② 放射性輸送物の車両への積込み 

③ 放射性輸送物の運搬 

④ 車両からの放射性輸送物の取卸し 

⑤ 放射性輸送物の受取り及び放射性同位元素等の取出し 

運搬に係る実務においては、運搬に係る一連の作業工程について複
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数の者が関与する場合も多く認められる。 

このため、事業所等外運搬について検査対象の許可届出使用者等が

負うべき責務を確認し、その責務に対応する事項について検査を実施

するものとする。 

なお、上記の②から④までに示す作業工程は、「Ⅰ．２．（１）放射性

同位元素等の運搬に関する規制体系」において示す「運搬方法について

の措置」に該当するものであり、それらは国土交通省令により規制を受

けるものであるため、原子力規制委員会が行う立入検査における検査

対象ではないことに留意する。 

運搬の実務における代表的な作業分担等の例を次表に示す。ただし、

次表は例示であって、表に示す作業分担に従って運搬を行うべきこと

を求めるものではなく、実際の運搬に関与する者に係る作業分担に従

って、その責任範囲が定まるものである。 
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表：事業所等外運搬の実務における代表的な作業分担等の例 

 

 

事例 荷送人 
運搬する物について

の措置の実務 

事業所等における運

搬作業者の被ばく等

の管理 

運搬に従事す

る者 
荷受人 

事業所等における運

搬作業者の被ばく等

の管理 

届出販売（賃貸）業者が許可

届出使用者に放射性同位元素

を販売（賃貸）する場合 

届出販売（賃貸）業者 荷送人から運搬のた

めの措置の委託を受

けた許可届出使用者 

荷送人から運搬のた

めの措置の委託を受

けた許可届出使用者 

運搬の委託を

受けた者 

（荷送人又は荷

受人自身が運搬

に従事する者と

なる場合も想定

される） 

 

譲受（賃貸）する許可

届出使用者 

譲受（賃貸）する許可

届出使用者 

許可届出使用者が許可廃棄業

者に放射性同位元素等の引取

り（廃棄）を依頼する場合 

許可廃棄業者 

（許可廃棄業者が回収す

る） 

許可届出使用者 許可届出使用者 許可廃棄業者 許可廃棄業者 

許可届出使用者間において放

射性同位元素を譲渡・譲受す

る場合 

譲渡する又は譲受す

る許可届出使用者 

（両者の取決めによる） 

譲渡する又は譲受す

る許可届出使用者 

（両者の取決めによる） 

譲渡する許可届出使

用者 

譲受する許可届出使

用者 

譲受する許可届出使

用者 

許可届出使用者が届出販売

（賃貸）業者に放射性同位元

素を返却する場合 

届出販売（賃貸）業者 

（届出販売（賃貸）業者

が回収する） 

許可届出使用者又は

届出販売（賃貸）業者 

（両者の取決めによる） 

許可届出使用者 荷送人から保管の委

託を受けた許可届出

使用者 

荷送人から保管の委

託を受けた許可届出

使用者 

許可届出使用者が届出販売

（賃貸）業者に放射性同位元

素を返却する場合（国外に直

送） 

届出販売（賃貸）業者 

（届出販売（賃貸）業者

が回収する） 

許可届出使用者又は

届出販売（賃貸）業者 

（両者の取決めによる） 

許可届出使用者 届出販売（賃貸）業者 － 

（国外に送るため事業所

等における作業はない） 

許可使用者が法第１０条第６

項に基づく使用場所の一時的

変更をする場合 

許可使用者 許可使用者 許可使用者 許可使用者 許可使用者 許可使用者 



 

- 66 - 
 

（２）事業所等外運搬に係る組織体制があること 

① 荷送人となる許可届出使用者等に対する検査事項 

イ 事業所等外運搬に係る荷送人としての責任者及び組織体制が

放射線障害予防規程又はその下部規程等に定められているこ

と。 

ロ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等外

運搬に係る荷送人としての責任者及び組織体制が、放射線障

害予防規程等に定められたとおり、実際に確保されているこ

と。 

【検査における主な視点等の例】 

事業所等外運搬の実施状況等を聴取し、その実態等に即

した組織体制が確保され、また、責任者が明らかにされてい

ることを確認する。 

② 荷受人となる許可届出使用者又は許可廃棄業者に対する検査事項 

イ 運搬された放射性同位元素等の受取りに係る責任者及び組織

体制が放射線障害予防規程又はその下部規程等に定められて

いること。 

ロ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた運搬された

放射性同位元素等の受取りに係る責任者及び組織体制が、放

射線障害予防規程等に定められたとおり、実際に確保されて

いること。 

【検査における主な視点等の例】 

 荷受した放射性同位元素等を貯蔵施設（許可廃棄業者に

あっては、廃棄物貯蔵施設）に受け入れるまでの取扱い状況

等を聴取し、その実態に即した組織体制が確保され、また、

責任者が明らかにされていることを確認する。 

③ 事業所等における運搬作業者の被ばく等の管理を行う許可届出使

用者又は許可廃棄業者に対する検査事項 

イ 事業所等における運搬作業者の被ばく等の管理に係る責任者

及び組織体制が放射線障害予防規程又はその下部規程等に定

められていること。 

ロ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等に

おける運搬作業者の被ばく等の管理に係る責任者及び組織体

制が、放射線障害予防規程等に定められたとおり、実際に確保

されていること。 

【検査における主な視点等の例】 
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荷送人、荷受人又は荷送人から措置の委託を受けた者の

事業所等において、運搬に係る作業者がある場合には、当該

許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬に係る放射性同

位元素等の取扱いや管理区域への立入りの有無等の状況に

応じて、その者について測定（法第２０条）、教育訓練（法

第２２条）及び健康診断（法第２３条）の規定に基づき適切

な管理を行わなければならない義務を有しており、それら

の管理に係る責任者及び組織体制が確保されていることを

確認する。 

なお、この責任者及び組織体制については、運搬に係る作

業者が許可届出使用者又は許可廃棄業者における放射線業

務従事者等である場合、又はこれと同様の管理が行われる

場合にあっては、必ずしも運搬作業者に特化したものであ

る必要はない。 

（３）外運搬に係る技術上の基準に適合した事業所等外運搬を行っているこ

と 

① 荷送人となる許可届出使用者等に対する検査事項  

イ 事業所等外運搬を行うために必要な事業所等内の手続及び手

順が放射線障害予防規程又はその下部規程等に定められてい

ること。 

ロ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等外

運搬に係る事業所等内の手続が取られていること。 

ハ 放射線障害予防規程又はその下部規程等に定めた事業所等外

運搬の手順に従い、外運搬に係る技術上の基準に適合した運

搬が行われていること。 

【検査における主な視点等の例】 

事業所等内における手続は、事業所等外運搬を荷送人と

して組織的に管理するため、受注、計画、承認、実施、報告、

確認等、運搬に係る一連の段階について制定するものであ

り、それらの手続を通じた管理の状況を確認する。また、必

要に応じて、事業所等内における手続に基づき作成される

受注書、業務連絡書、運搬計画書、運搬指示・承認書、運搬

報告書等の関係書類を確認するほか、荷受人が運搬に係る

放射性同位元素を所持することにつき、所要の許可を有し

又は届出を行った者であることを確認するための方法（そ

れらの確認の結果を含む）を確認する。 
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運搬する物についての措置を他の許可届出使用者又は許

可廃棄業者に委託する荷送人にあっては、当該委託先及び

委託先における措置を管理するための手続が定められてい

ることを確認する。 

事業所等外運搬の手順は、上記の手続と相まって運搬を

行う際に必要な事業所等における手順及び外運搬に係る技

術上の基準に適合した運搬とするために必要な手順であり、

それらが荷送人として組織的に定められていることを確認

するとともに、事業所等外運搬が外運搬に係る技術上の基

準に従って行われていることを確認する。また、必要に応じ

て、定められた手順に基づき実施される、チェックリストの

運用、発送前の点検、解析による評価等の実施結果に係る記

録や運搬に係る帳簿の記録等の関係書類を確認する。 

運搬する物についての措置を他の許可届出使用者又は許

可廃棄業者に委託する荷送人にあっては、委託先における

措置を適切に掌理し、荷送人としての責務を果たしている

ことを確認する。 

放射性廃棄物等を搬出する場合には、依頼元の許可届出

使用者が運搬する物についての措置を実施したものを許可

廃棄業者が集荷し、その集荷場所より許可廃棄業者が荷送

人となることが一般的であるから、許可廃棄業者にあって

は、当該依頼元の許可届出使用者が実施した措置を確認す

るための手順等を定め、その手順等に基づき確認が行われ

ていることを確認する。 

上記のほか、運搬の状況等を実地に確認する場合を含め、

検査対象事項及び検査における主な視点等については、別

記２に示す。 

② 荷受人となる許可届出使用者又は許可廃棄業者に対する検査事項  

イ 運搬された放射性同位元素等の受取り及び荷受した放射性同

位元素等を貯蔵施設（許可廃棄業者にあっては、廃棄物貯蔵施

設）に受け入れるまでの取扱いについて必要な事業所等内の

手続及び手順が放射線障害予防規程又はその下部規程等に定

められていること。 

ロ 事業所等外運搬が、荷受人による運搬された放射性同位元素

等の受取り及び荷受した放射性同位元素等を貯蔵施設（許可

廃棄業者にあっては、廃棄物貯蔵施設）に受け入れるまでの取
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扱いついて、放射線障害予防規程又はその下部規程等に定め

た必要な事業所等内の手続及び手順に従って完了しているこ

と。 

【検査における主な視点等の例】 

荷受人は、運搬された放射性輸送物を収受する者である

が、その収受に際しては、運搬が外運搬に係る技術上の基準

に従って行われていることについて確認していることを確

認する。 

収受する放射性同位元素等については、その核種及び数

量を確認したうえで、定められた事業所等内の手続及び手

順に従って受入れを行っていることを確認する。なお、荷受

人についても運搬に関する記録の記帳義務があることから、

必要に応じ運搬の記録を確認する。 

 

３．検査手法 
（１）内運搬に係る技術上の基準の遵守状況等の確認に係る検査手法 

① 事業所等内運搬に係る組織体制があることの確認 

上記１．（１）に示す検査事項について、事業所等内運搬の実施

状況等を関係者より聴取し、それらの実施状況等と放射線障害予

防規程又はその下部規程等に定められている内容と対比して確認

する。 

② 内運搬に係る技術上の基準に適合した事業所等内運搬を行ってい

ることの確認 

上記１．（２）に示す検査事項について、事業所等内運搬の実施

状況等を関係者より聴取し、それらの実施状況等と放射線障害予

防規程又はその下部規程等に定められている内容を対比して確認

する。また、必要に応じ、放射線障害予防規程又はその下部規程等

の履行状況について、関係書類を照査するほか、現場の巡視をする

ことにより確認する。 

上記のほか、内運搬に係る技術上の基準への適合性を確認する

ための方法等については、別記１に示す。 

（２）外運搬に係る技術上の基準の遵守状況等の確認に係る検査手法 

① 事業所等外運搬に係る作業工程とその分担状況の確認 

上記２．（１）に基づき、事業所等外運搬の実施状況等を関係者

より聴取し、検査の対象とする許可届出使用者等が負うべき運搬

に係る責務を確認する。 
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② 事業所等外運搬に係る組織体制があることの確認 

上記（２）①の確認結果を踏まえ、上記２．（２）に示す検査事

項について、上記（１）①と同様の手法により確認する。 

③ 外運搬に係る技術上の基準に適合した事業所等外運搬を行ってい

ることの確認 

上記（２）①及び②の確認結果を踏まえ、上記２．（３）に示す

検査事項について、上記（１）②と同様の手法により確認する。 

上記のほか、外運搬に係る技術上の基準への適合性を確認する

ための方法等については、別記２に示す。 

 

第４章・第５章（略） 
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別記１．内運搬に係る技術上の基準とその適合性確認のための方法例 

内運搬に係る技術上の基準 

（規則第１８条第１項） 

基準への適合性確認のための方法例 

（規則第１８条第１項の基準を適用しない 

事業所等内運搬については、表外の注記を参照） 

記録等により確認する場合 実地に確認する場合 

放射性同位元素等を運搬する場合は、

これを容器に封入すること。ただし、

次に掲げる場合には、この限りでない

（第 1号）。 

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

放射性同位元素等を容器に封

入していることを目視等によ

り確認する。 

放射性同位元素等を容器に封

入しないものについては、以下

のイ及びロの要件に適合して

いることを目視等により確認

する。 

イ 放射性汚染物（当該物に含まれる

放射性同位元素の濃度が 1g 当たり

外運搬告示第 2 条第 1 号に定める A

２値の 1 万分の 1 を超えないものに

限る。）であって、次の放射線障害の

防止のための措置を講じたものを運

搬する場合 

一 通常の運搬状態で、放射性同位

元素（放射線発生装置から発生し

た放射線により生じた放射線を

放出する同位元素を含む。）が容

易に飛散し、又は漏えいしないよ

うにすること。 

二 雨水等が容易に浸透しないよ

うにすること。 

三 外接する直方体の各辺が 10cm

以上となるようにすること。 

（容器に封入しないで運搬する場

合） 

 

放射性汚染物がA２値の1万分の1を

超えないものであることの管理状況

等。 

 

飛散、漏えい、雨水浸透の防止等、

放射性汚染物に対する措置について

の検討及び評価結果等。 

 

放射性汚染物の外形寸法の管理状況

等。 

放射性汚染物の外観を目視等

により確認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 

 

また、必要に応じ、放射性汚染

物の外形寸法を測定する。 

 

 

ロ 放射性汚染物であって大型機械等

容器に封入して運搬することが著し

く困難なものを原子力規制委員会の

承認を受けた放射線障害防止のため

の措置を講じて運搬する場合 

（容器に封入しないで運搬する場

合） 

 

「放射性同位元素等の工場又は事業

所における運搬に関する技術上の基

準に係る細目等を定める告示（昭和

56 年科学技術庁告示第 10 号。以下

「内運搬告示」という。）第 3条に規

定する承認の取得及びその承認を受

けた内容の履行状況等 

放射性汚染物に係る措置が、左

記承認を取得したとおりであ

ることを目視等により確認す

る。 

前号の容器は、次に掲げる基準に適合

するものであること（第 2号）。 

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

容器の外観及び取扱状況を目

視等により確認する。 

 

イ 外接する直方体の各辺が 10cm 以

上であること。 

容器の外形寸法の管理状況等。 必要に応じ、容器の外形寸法を

測定する。 

ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うこ

とができること。 

容器の材料、構造等に係る評価（試

験を実施するものにあっては、それ

を含む）とその結果等。 

 

ハ 運搬中に予想される温度及び内圧

の変化、振動等により、亀裂、破損

等の生ずるおそれがないこと。 

容器の材料、構造等に係る評価（試

験を実施するものにあっては、それ

を含む）とその結果等。 

必要に応じ、運搬経路及び運搬

の状況を実地に確認する。 

放射性同位元素等を封入した容器（第

1 号ただし書の規定により同号イ又は

ロに規定する放射性汚染物を容器に封

入しないで運搬する場合にあっては、

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

 

現場における運搬物及び車両

等に係る線量及び放射性同位

元素の密度が規定値を超えて

いないことの管理状況等を確
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当該放射性汚染物。以下この条におい

て「運搬物」という。）及びこれを積載

し又は収納した車両その他の放射性同

位元素等を運搬する機械又は器具（以

下この条において「車両等」という。）

の表面及び表面から 1m 離れた位置に

おける 1cm 線量当量率がそれぞれ次に

掲げる値を超えないようにし、かつ、

運搬物の表面の放射性同位元素の密度

が表面密度限度の十分の一（α 線を放

出する放射性同位元素:0.4Bq/cm2、α

線 を 放 出 し な い 放 射 性 同 位 元

素:4Bq/cm2）を超えないようにするこ

と（第 3号）。 

一 運搬物の表面における線量当量率

については、2mSv/h 

二 運搬物の表面から 1m 離れた位置

における線量当量率については、

100μSv/h 

三 車両の表面（開放型の車両にあっ

ては、その外輪郭に接する垂直面及

び車体の底面）における線量当量率

については、2mSv/h 

四 車両の表面（開放型の車両にあっ

ては、その外輪郭に接する垂直面）

から 1m 離れた位置における線量当

量率については、100μSv/h 

五 コンテナ※の表面における線量当

量率については、2mSv/h 

六 コンテナ※の表面から1m離れた位

置における線量当量率については、

100μSv/h 

運搬物又は車両等の表面及び表面か

ら 1m 離れた位置における線量当量

率並びに運搬物の表面の放射性同位

元素の密度が規定値を超えていない

ことの管理状況等。 

認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 

 

また、必要に応じて放射線量等

を測定する。 

運搬物の車両等への積付けは、運搬中

において移動、転倒、転落等により運

搬物の安全性が損なわれないように行

うこと（第 4号）。 

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

 

運搬物の車両等への積付け状態の管

理方法等 

運搬物の車両等への積付け状

態を目視等により確認する。 

 

現場における積付け状態の管

理状況等を確認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 

運搬物は、同一の車両等に次に掲げる

危険物と混載しないこと（第 5号）。 

一 火薬類取締法（昭和 25 年法律第

149 号）第 2 条第 1 項に規定する火

薬類及び同条第 2項に規定するがん

具煙火 

二 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第

204 号）第 2 条に規定する高圧ガス

（消火器に封入したものを除く。） 

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素

その他の引火性液体であって、引火

点が 85℃度以下のもの 

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

 

混載物の有無及び混載物がある場合

における管理方法等 

混載物の有無及び混載物を目

視等により確認する。 

 

混載物がある場合には、現場に

おける混載物の管理状況等を

確認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 
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であって、酸の含有量が体積比で

10%を超えるもの 

五 前 4号に掲げるもののほか、当該

放射性同位元素等の安全な運搬を損

なうおそれのある物 

運搬物の運搬経路においては、標識の

設置、見張人の配置等の方法により、

運搬に従事する者以外の者及び運搬に

使用される車両以外の車両の立入りを

制限すること（第 6号）。 

Ⅱ．１．に示す検査事項及びⅡ．３．

（１）に示す検査手法に基づき確認

する。 

 

立入制限に係る措置状況等を

目視等により確認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 

車両により運搬物を運搬する場合は、

当該車両を徐行させること（第 7号）。 

同上 運搬の状況を目視等により確

認する。 

 

現場において録取されている

記録がある場合には、必要に応

じそれらを照査するとともに、

関係者より説明を聴取して確

認する。 

放射性同位元素等の取扱いに関し相当

の知識及び経験を有する者を同行さ

せ、放射線障害の防止のため必要な監

督を行わせること（第 8号）。 

同上 同上 

運搬物（コンテナ※に収納された運搬

物にあっては、当該コンテナ）及びこ

れらを運搬する車両等の適当な箇所に

内運搬告示第 6条に定める標識を取り

付けること（第 9号）。 

同上 所定の標識が運搬物及び運搬

する車両等に標示されている

ことを目視等により確認する。 

※：運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であって、反復使用に耐える構

造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをい

う。 

 

注：規則第１８条第１項の基準を適用しない事業所等内運搬について 

＜規則第１８条第２項の規定を適用する特別措置による運搬について＞ 

 本項の規定を適用する運搬については、本項の規定に基づく原子力規制委員会の承

認を受けたとおりの措置を講じていることを確認する。また、運搬物の表面における

線量当量率が、一センチメートル線量当量率について十ミリシーベルト毎時を超えて

いないことを確認する。 

 

＜内運搬に係る技術上の基準の一部又は全部が適用除外される運搬について＞ 

・管理区域内の運搬（一部適用除外：規則第１８条第３項） 

本項の規定を適用する運搬については、適用の要件（管理区域内の運搬であるこ

と）に適合すること並びに規則第１８条第１項第４号及び第５号の規定への適合

状況を確認する。 

・放射線障害のおそれのない運搬（全部適用除外：規則第１８条第４項） 

本項の規定を適用する運搬が、適用の要件（放射線施設内その他運搬する時間が
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極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない運搬であること）に適合することを

確認する。確認に当たっては、必要に応じ放射線障害のおそれのない運搬であるこ

とについて許可届出使用者及び許可廃棄業者における評価、管理状況等を確認す

る。 

・外運搬に係る技術上の基準及び放射性同位元素等車両運搬規則に適合した運搬（全

部適用除外：規則第１８条第５項） 

本項の規定を適用する運搬は、事業所等外運搬が行われるのに先立って事業所

等内運搬が行われるものが通常であると考えられることから、当該事業所等外運

搬と併せて内運搬に係る技術上の基準への適合状況等を確認する。ただし、事業所

等内運搬について、特に確認する必要がある場合には、外運搬に係る技術上の基準

及び放射性同位元素等車両運搬規則（第３条から第１８条までに規定する技術上

の基準）への適合状況を確認する。



 
 

- 75 - 
 
 

別記２．外運搬に係る技術上の基準とその適合性確認のための方法例 

外運搬に係る技術上の基準 

放射性輸送物の区分 

基準への適合性確認のための方法例 

（ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物に係る検査並びに規則第１８条の

１１又は第１８条の１２の規定を適用する事業所等外運搬及び簡易

運搬に係る検査については、表外の注記を参照） L

型 

IP 型 A

型 

B 型 

IP-1 IP-2 IP-3 BM BU 記録等により確認する場合 実地に確認する場合 

放射性輸送物について、経年変化を考慮すること（規
則第 18 条の 3第 3項）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
経年変化の考慮を実施するもの
は、以下について確認する。 
 
容器ごとに、経年変化を考慮し
ていること 
 
運搬状況や容器の保管状況等に
応じて、経年変化の考慮が必要
な事項について整理しているこ
と 
 
経年変化の考慮が必要な事項に
ついては、当該事項を適切に点
検、検査するための確認方法も
併せて整理したうえで、その実
施時期を定め、組織として計画
的に実施していること 
 
確認した結果については、評価
方法、判定基準を定め、それら
に基づき、保修等の要否の評
価・検討及び必要な保修等を実
施していること 
 

運搬状況や容器の保管状況につ
いて、目視等により確認する。 
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上記のほか、経年変化の考慮に
ついては、「核燃料輸送物及び放
射性輸送物に係る経年変化の考
慮について：令和２年第３８回
原子力規制委員会、令和２年１
１月１８日付け原子力規制庁資
料」に示す考え方等に基づき確
認する。 

容易に、かつ、安全に取り扱うことができること（規
則第 18 条の 4第 1号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
容器の材料、構造等に係る評価
（試験を実施するものにあって
は、それを含む）とその結果等 

放射性輸送物の外観及び取扱状
況を目視等により確認する。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等によ
り、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと（規則第
18 条の 4第 2号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
同上 同上 

表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去
が容易であること（規則第 18 条の 4第 3号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

同上 放射性輸送物の外観を目視等に
より確認する。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放
射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学
反応の生じるおそれがないこと（規則第 18 条の 4第 4
号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

同上 放射性同位元素等の収納又は包
装の状況を目視等により確認す
る。 
また、必要に応じて蓋、包装等
の開放を求め、その状況等を確
認する。 
 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 
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弁が誤って操作されないような措置が講じられてい
ること（規則第 18 条の 4第 5号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

同上 弁の設置箇所及び弁に関する措
置を目視等により確認する。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

開封されたときに見やすい位置（当該位置に表示を有
することが困難な場合は放射性輸送物の表面）に「放
射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。
ただし、外運搬告示第 6 条に定める同告示第 2 条第 2
号及び第3号に定める放射性同位元素等を運搬する場
合は（同告示同条第 2号ハただし書に定める場合を除
く。）は、この限りでない（規則第 18 条の 4第 6号）。 

○ ― ― ― ― ― 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
必要な表示を確実に実施してい
ることの管理状況等 

所定の表示を有していることを
目視等により確認する。 
また、必要に応じて蓋、包装等
の開放を求め、その状況等を確
認する。 
 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 

表面における 1cm線量当量率の最大値が 5μSv/hを超
えないこと（規則第 18 条の 4第 7号）。 

〇 ― ― ― ― ― 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
放射性輸送物に係る線量が規定
値を超えていないことの管理状
況等。 

現場における放射性輸送物に係

る線量が規定値を超えていない

ことの管理状況等を確認する。 

 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 

 
また、必要に応じて放射線量を
測定する。 

表面の放射性同位元素の密度が、次の表の左欄に掲げ
る放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の右欄
に掲げる密度（以下、「輸送物表面密度」という。）を
超えないこと。ただし、通常の取扱いにおいて、はく
離するおそれがない放射性同位元素の密度について
は、この限りでない（規則第 18 条の 4第 8号）。 
 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
放射性輸送物に係る放射性同位
元素の密度が規定値を超えてい
ないことの管理状況等。 

現場における放射性輸送物に係

る放射性同位元素の密度が規定

値を超えていないことの管理状

況等を確認する。 

 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ
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放射性同位元素の区分 密度 

α 線を放出する放射性同位元素 0.4Bq/cm2 

α 線を放出しない放射性同位元素 4Bq/cm2 
 

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 

 
また、必要に応じて放射性輸送
物表面の放射性同位元素の密度
を測定する。 

放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品
（放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないもの
に限る。）以外のものが収納され、又は包装されていな
いこと（規則第 18 条の 4第 9号）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
放射性同位元素等と同梱するも
のについての選定及び管理状況
等 

放射性同位元素等の収納又は包
装の状況を目視等により確認す
る。 
また、必要に応じて蓋、包装等
の開放を求め、状況等を確認す
る。 
 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 

外接する直方体の各辺が 10cm 以上であること（規則
第 18 条の 5第 2号）。 

― ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
容器の外形寸法の管理状況等 

放射性輸送物の外観を目視等に

より確認する。 

 

また、必要に応じ、放射性輸送物

の外形寸法を測定する。 

みだりに開封されないように、かつ、開封された場合
に開封されたことが明らかになるように、容易に破れ
ないシールの貼付け等の措置が講じられていること
（規則第 18 条の 5第 3号）。 

― ― ― ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
みだりに開封されないようにす
るための措置として用いるもの
の堅牢性に係る評価（試験を実
施するものにあっては、それを
含む）とその結果等 
 
開封された場合に開封されたこ
とが明らかになるようにするた
めの材料及び構造等に係る評価
（試験を実施するものにあって

放射性同位元素等の封入の状況
を目視等により確認する。 
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は、それを含む）とその結果等 

構成部品は、－40℃から 70℃までの温度の範囲におい
て、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、
運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、
この限りでない（規則第 18 条の 5第 4号）。 ― ― ― ○ ○ ○ 

○
本
文
の
み 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 
 
容器の材料、構造等に係る評価
（試験を実施するものにあって
は、それを含む）とその結果等 

構成部品を目視等により確認す
る。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

周囲の圧力を 60kPa とした場合に、放射性同位元素の
漏えいがないこと（規則第 18 条の 5第 5号）。 

― ― ― ○ ○ ○ 

同上 容器の外観を目視等により確認

する。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

液体状の放射性同位元素等が収納されている場合に
は、次に揚げる要件に適合すること（規則第 18 条の 5
第 6号）。 

      Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 

容器の外観を目視等により確認

する。 

イ 容器に収納することができる放射性同位元素等
の量の 2 倍以上の量の放射性同位元素等を吸収す
ることができる吸収材又は二重の密封部分から成
る密封装置※１を備えること。ただし、法第 18 条第
3 項の規定により承認を受けた容器（BM 型輸送物
又は BU 型輸送物に係るものに限る。）を使う場合
は、この限りでない。 

― ― ― ― ○ ― 吸収材又は密封装置の性能、構
造等に係る評価（試験を実施す
るものにあっては、それを含
む）とその結果等 

吸収材又は密封装置の設置状況
を目視等により確認する。 
また、必要に応じて、吸収材又
は密封装置が所定の機能を有し
又は構造等であることを設計
書、製造記録又は材料検査成績
証明書等と照合して確認する。 

ロ 放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬
時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有
していること。 

― ― ― ○ ○ ○ 容器の材料、構造等に係る評価
（試験を実施するものにあって
は、それを含む）とその結果等 

放射性同位元素等の容器への注
入及び収納状況を目視等により
確認する。 
また、必要に応じて、容器が所
定の設計又は材質等であること
を設計書、製造記録又は材料検
査成績証明書等と照合して確認
する。 

表面における 1cm 線量当量率の最大値が 2mSv/h を超
えないこと※２（規則第 18 条の 5第 7号）。 ― ○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ．２．に示す検査事項及び
Ⅱ．３．（２）に示す検査手法に
基づき確認する。 

現場における放射性輸送物に係

る線量が規定値を超えていない

ことの管理状況等を確認する。 
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放射性輸送物に係る線量が規定
値を超えていないことの管理状
況等。 

 

現場において録取されている記

録がある場合には、必要に応じそ

れらを照査するとともに、関係者

より説明を聴取して確認する。 

 
また、必要に応じて放射線量を
測定する。 

表面から 1m 離れた位置における 1cm 線量当量率の最
大値※３が 100μSv/h を超えないこと※４（規則第 18 条
の 5第 8号）。 

― ○ ○ ○ ○ ○ 
同上 同上 

原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試
験条件の下に置くこととした場合、次に掲げる要件に
適合すること（規則第 18 条の 5第 9号）。 

      試験条件の適切な設定を含む試
験方法の妥当性、試験結果の信
頼性、試験結果の評価方法の妥
当性等を確認する 

必要に応じ試験に立ち会い、試
験の実施状況等を確認する。 

イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。 ― ― ○ ○ ○ －   

ロ 表面における1cm線量当量率の最大値が著しく増
加せず、かつ、2mSv/h(規則第 18 条の 5第 7号ただ
し書（表注記※２）に該当する場合は、10mSv/h)を
超えないこと。 

― ― ○ ○ ○ －   

原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射
性同位元素等（気体状のトリチウム及び希ガスを除
く。）が収納され、又は包装されている A型輸送物に係
る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射
性同位元素の漏えいがないこと（規則第 18 条の 5 第
10 号）。 

― ― ― ― ○ ― 

同上 
 

同上 

原子力規制委員会の定める BM型輸送物及び BU型輸送
物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合
に、次に掲げる要件に適合すること（規則第 18 条の 6
第 2号及び規則第 18 条の 7第 2号）。 

      運搬物確認の結果を確認する。
（運搬物確認を受けていること
を確認する。） 

同上 

イ 表面における1cm線量当量率の最大値が著しく増
加せず、かつ、2mSv/h(規則第 18 条の 5第 7号ただ
し書（表注記※２）に該当する場合は、10mSv/h)を
超えないこと。 

― ― ― ― ― ○   

ロ 放射性同位元素の1時間当たりの漏えい量がA2値
の 100 万分の 1を超えないこと。 

― ― ― ― ― ○   
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ハ 表面の温度が日陰において 50℃※５を超えないこ
と。 

― ― ― ― ― ○   

ニ 表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度
（α 線を放出する放射性同位元素:0.4Bq/cm2、α 線
を放出しない放射性同位元素:4Bq/cm2）を超えない
こと。 

― ― ― ― ― ○   

原子力規制委員会の定める BM型輸送物及び BU型輸送
物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合
に、次に掲げる要件に適合すること（規則第 18 条の
6第 3号及び規則第 18 条の 7第 3号）。 

        同上 同上 

イ 表面から 1m 離れた位置における 1cm 線量当量率
の最大値が 10mSv/h を超えないこと。 

― ― ― ― ― ○   

ロ 放射性同位元素の1時間当たりの漏えい量がA2値
（ただし、クリプトン 85 にあっては A2値の 10 倍）
を超えないこと。 

― ― ― ― ― ○   

運搬中に予想される最も低い温度から 38℃までの周
囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそ
れがないこと（規則第 18 条の 6第 4号）。 

― ― ― ― ― ○ － 

同上 必要に応じ、外観を目視等によ
り確認する。 

A2 値の 10 万倍を超える量の放射能を有する放射性同
位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送
物にあっては、水深 200m の水中に 1 時間浸漬させた
場合、密封装置に破損のないこと※６（規則第 18 条の
6第 5号）。 

― ― ― ― ― ○ 

同上 同上 

－40℃から 38℃までの周囲の温度の範囲において、亀
裂、破損等の生じるおそれがないこと（規則第 18 条の
7第 4号）。 

― ― ― ― ― － ○ 
同上 同上 

フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の
気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる
構造であること（規則第 18 条の 7第 5号）。 

― ― ― ― ― ― ○ 

同上 同上 

最高使用圧力※７が 700kPa を超えないこと（規則第 18
条の 7第 6号）。 

― ― ― ― ― ― ○ 
同上 必要に応じ、運搬の状況等を目

視等により確認する。 

※１：容器の構成部品のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。 

※２：専用積載［鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ（内容積が 3m3を超えるものに限る。）が一の荷送人によって専用され、かつ、運搬する物の

積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によって行われる積載の方法をいう。以下本節において同じ。］として運搬する放射性輸送物であって、放射性同位元素等車両運

搬規則第 4条第 2項並びに第 18 条第 3項第 1号及び第 2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面にお

ける 1cm 線量当量率の最大値が 10mSv/h を超えないこと。 
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※３：コンテナ又はタンク（気体、液体又は固体を収納する容器をいう。）を容器として使う放射性輸送物であって、専用積載としないで運搬するものについては、表面から 1m 離れた位置にお

ける 1cm 線量当量率の最大値に外運搬告示第 9条で規定する係数を乗じた線量当量率 

※４：放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 

※５：専用積載として運搬する放射性輸送物にあっては、輸送中人が容易に近づくことができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあっては、当該近接防止枠の表面）におい

て 85℃ 

※６：BM 型輸送物において、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。 

※７：運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力（ゲージ圧

力をいう。）をいう。 

 

注：ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物に係る検査並びに規則第１８条の１１又は第１８条の１２の規定を適用する事業所等

外運搬及び簡易運搬に係る検査について 

＜ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物に係る検査について＞ 

 ＢＭ型輸送物及びＢＵ型輸送物は、その運搬に際し、当該輸送物が外運搬に係る技術上の基準に適合していることつい

て運搬物確認を受けることとされており、これらの輸送物に係る検査に当たっては、この確認結果を適宜考慮して実施す

るものとする。 

 さらに、法第１８条第３項の承認（いわゆる容器承認）を受けた容器を用いて運搬するものについては、原子力規制委

員会の登録を受けた者（登録運搬物確認機関）が運搬物確認を実施する。その際の当該登録運搬物確認機関が行う確認方

法は、一ペタベクレルを超える放射性同位元素に係るものは、運搬物確認に係る申請書及び添付書類に加えて、発送場所

において実地に行うこと、また、一ペタベクレル以下の放射性同位元素等に係るものは、運搬物確認に係る申請書及び添

付書類に基づき行うことを原則としており、そうした状況も適宜考慮して、必要に応じ検査を実施するものとする。 

 

＜規則第１８条の１１の規定を適用して、放射性輸送物としないで運搬する低比放射性同位元素及び表面汚染物について＞ 

本条の規定を適用して、放射性輸送物としないで運搬する低比放射性同位元素及び表面汚染物については、同条に掲げる

適用の要件に適合することを確認する。 

 

＜規則第１８条の１２の規定を適用する特別措置による運搬について＞ 
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 本条の規定を適用する運搬については、本条の規定に基づく原子力規制委員会の承認を受けたとおりの措置を講じている

ことを確認する。また、運搬する物の表面における線量当量率が、一センチメートル線量当量率について十ミリシーベルト

毎時を超えていないことを確認する。 

 

＜簡易運搬について＞ 

 簡易運搬を行うものについては、運搬する物に該当する規則第１８条の３から第１８条の１２までに定める技術上の基

準に適合していること及び規則第１８条の１３に規定する簡易運搬に係る技術上の基準に適合していることを確認する。 
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別記３．原子力規制委員会が定める放射性輸送物に係る試験条件 

試験条件 

放射性輸送物の区分 

IP 型 
A 型 

B 型 

IP-2 IP-3 BM BU 

1. A 型輸送物（外運搬告示別記第 3第 1号）、IP-2 型輸送物（同告示別記第 8）、IP-3 型輸送物（同告示別記
第 9）、BM 型輸送物（同告示別記第 4第 2号）及び BU 型輸送物（同告示別記第 6）に係る一般の試験条件 

    

イ 50mm/h の雨量に相当する水を 1時間吹き付けること ― ○ ○ ○ 

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件に下に置くこと。ただし（２）の条件については、（１）、（３）及
び（４）の供試物（試験しようとする放射性輸送物をできるだけ模擬した供試物をいう。以下本節にお
いて同じ）とは別個の供試物を用いること。 

    

（１） その重量が、5000kg 未満のものにあっては 1.2m の高さから、5000kg 以上 10000kg 未満のもの
にあっては 0.9m の高さから、10000kg 以上 15000kg 未満のものにあっては 0.6m の高さから、
15000kg 以上のものにあっては 0.3m の高さから、それぞれ、最大の破損を及ぼすように落下させ
ること。 

○ ○ ○ ○ 

（２） その重量が、50kg 以下のファイバー板製又は木製の直方体のものにあっては、それぞれの角に
対して最大の破損を及ぼすように、その重量が、100kg 以下のファイバー板製の円筒形のものに
あっては、両縁の四半分ごとに対して最大の破損を及ぼすように、それぞれ、0.3m の高さから落
下させること。 

○ ○ ○ ○ 

（３） その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に 13kPa を乗じて得た値に相当する荷重のう
ち、いずれか大きいものを 24 時間加えること。 

○ ○ ○ ○ 

（４） 重量が 6kg であり、直径が 3.2cm の容易に破損しない棒であって、その先端が半球形のものを
1m の高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。 

― ○ ○ ○ 

2. 液体状又は気体状の放射性同位元素等（気体状のトリチウム及び希ガスを除く。）が収納され、又は包装さ
れている A型輸送物に係る追加の試験条件（外運搬告示別記第 3第 2号） 

    

液体状又は気体状の放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあっては、A型
輸送物に係る一般の試験条件（外運搬告示別記第 3 第 1 号、上記 1.）の下に置くほか、次のイ及びロの
条件のうち、最大の破損を受ける条件の下に置くこと。 

― ― ○ ― 

イ 9m の高さから最大の破損を及ぼすように落下させること。     

ロ 上記 1.ロ（４）に規定する棒を 1.7m の高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。     

3. BM 型輸送物（外運搬告示別記第 4）及び BU 型輸送物に係る一般の試験条件（同告示別記第 6）     
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備考 第一号及び第二号の条件については、同一の供試物を用いるものとする。     

一 38℃の条件下に 1 週間置くこと。この場合において、次の表の左欄に掲げる当該放射性輸送物の表面
の形状及び位置の区分に応じ、それぞれ、同表右欄に掲げる放射熱を 1日につき 12 時間負荷すること。 

表面の形状及び位置の区分 放射熱（W/m2） 

水平に輸送される平面 
下向きの表面 なし 

上向きの表面 800 

垂直に輸送される表面及び水平に輸送されない下向きの表面 200 

その他の表面 400 
 

― ― ― ○ 

二 A 型輸送物に係る一般の試験条件（外運搬告示別記第 3第 1号、上記 1.）の条件の下に置くこと。 ― ― ― ○ 

4. BM 型輸送物（外運搬告示別記第 5）及び BU 型輸送物に係る特別の試験条件（同告示別記第 7） 
備考 第一号及び第二号の条件の下には、この順序で置くものとする。 

    

一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の下に順次
置くこと。 

    

イ 9m の高さから落下させること。ただし、その重量が 500kg 以下、比重が 1以下、かつ、収納し又は
包装する放射性同位元素等が特別形放射性同位元素等以外のものであつて、当該放射性同位元素等の
放射能の量がＡ２値の千倍を超えるものにあっては、これに代えて、重量が 500kg、縦及び横の長さが
1m、下面の端部及び隅角部の曲率半径が 6mm 以下の軟鋼板を 9m の高さから当該放射性輸送物が最大
の破損を受けるように水平に落下させること。 

― ― ― ○ 

ロ 垂直に固定した直径が 15cm であり、長さが 20cm の軟鋼丸棒であって、その上面が滑らかな水平面
であり、かつ、その端部の曲率半径が 6mm 以下のものに 1m の高さから落下させること。 

― ― ― ○ 

二 次の条件の下に順次置くこと。     

イ 38℃の条件下に表面温度が一定になるまで置いた後、800℃で、かつ、平均値が最小で 0.9 の放射
率を有する火炎の放射熱の条件下に 30 分間置くこと。この場合において、上記 3.第一号に定める放
射熱及び設計上最大となる内部発熱を負荷するものとし、当該放射性輸送物の表面吸収率は 0.8 又は
実証された値とするものとする。 

― ― ― ○ 

ロ 38℃度の条件下で上記 3.第一号に定める放射熱及び設計上最大となる内部発熱を負荷しつつ冷却
すること。ただし、人為的に冷却してはならない。 

― ― ― ○ 

三 深さ 15m の水中に 8時間浸漬させること。 ― ― ― ○ 

 


